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特別レポート

　
調
査
概
要

①
調
査
の
目
的

　

全
国
都
道
府
県
・
政
令
指
定
都
市
に
お

け
る
平
成
29
・
30
年
度
の
中
学
校
武
道
必

修
化
の
現
状
を
把
握
し
、
的
確
な
情
報
収

集
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
結
果
を

武
道
各
種
目
の
全
国
指
導
者
研
修
会
、
指

導
法
研
究
事
業
、
ま
た
全
国
各
地
域
に
お

け
る
指
導
者
研
修
会
等
に
生
か
し
、
中
学

校
武
道
必
修
化
の
充
実
に
資
す
る
。

②
調
査
実
施
時
期

　

平
成
31
年
４
月
19
日
（
金
）
～
令
和
元

年
６
月
14
日
（
金
）

③
調
査
対
象

　

全
国
都
道
府
県
教
育
委
員
会
47
カ
所
・

政
令
指
定
都
市
教
育
委
員
会
20
カ
所
の
合

計
67
カ
所
が
管
轄
す
る
国
公
立
中
学
校

（
回
答
率
100
％
）。

 

平
成
29
年
度　

国
公
立
中
学
校
全
９
８

４
６
校
の
う
ち
調
査
対
象
校
９
３
７
１
校

 

平
成
30
年
度　

国
公
立
中
学
校
全
９
８

３
８
校
の
う
ち
調
査
対
象
校
９
６
１
３
校

④
調
査
方
法

　

各
都
道
府
県
及
び
政
令
指
定
都
市
の
国

公
立
中
学
校
に
お
け
る
平
成
29
・
30
年
度

の
中
学
校
武
道
必
修
化
の
実
施
状
況
に
つ

い
て
、
各
項
目
に
わ
た
り
具
体
的
な
回
答

を
依
頼
し
ま
し
た
。

⑤
備
考

　

調
査
項
目
に
よ
っ
て
、
未
調
査
・
未
回

答
の
都
道
府
県
及
び
政
令
指
定
都
市
が
あ

り
ま
す
。
よ
っ
て
、
そ
の
学
校
数
を
除
い

た
数
を
基
に
、
各
項
目
の
割
合
を
集
計
し

て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
中
学
校
の
合
計
数

と
調
査
対
象
校
数
が
一
致
し
て
い
な
い
こ

と
を
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。

特別レポート

中
学
校
武
道
必
修
化

　

第
５
回
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
に
つ
い
て

三
藤　

芳
生

公
益
財
団
法
人
日
本
武
道
館

常
任
理
事
・
事
務
局
長

せ
が
全
体
の
約
75
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

少
数
で
は
あ
り
ま
す
が
、
３
種
目
の
実
施

校
が
11
校
あ
り
ま
す
。

⑦
複
数
種
目
実
施
校
に
お
け
る
各
種
目
の

　

実
施
率

　

複
数
種
目
実
施
校
に
お
け
る
各
種
目
の

実
施
率
を
29
・
30
年
度
で
比
較
す
る
と
、

柔
道
・
剣
道
が
や
や
減
少
、
他
種
目
は
や

や
増
加
し
て
お
り
、
地
域
や
学
校
の
実
態

に
応
じ
た
複
数
種
目
の
実
施
が
徐
々
に
進

ん
で
い
る
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
ま
し

た
。

　

今
年
度
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
庁
の
委
託
事
業

と
し
て
、
外
部
指
導
者
を
活
用
し
た
複
数

種
目
モ
デ
ル
実
践
校
の
計
画
が
全
国
９
ブ

ロ
ッ
ク
96
校
で
進
め
ら
れ
て
お
り
、
今
後

多
様
な
武
道
が
中
学
校
体
育
授
業
で
実
施

さ
れ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

⑧
年
間
武
道
授
業
時
間
数

　

年
間
授
業
時
間
数
に
つ
い
て
、
今
回
、

新
た
に
授
業
時
間
数
の
詳
細
に
つ
い
て
、

調
査
を
行
い
ま
し
た
。
30
年
度
の
最
大
時

間
は
16
・
１
時
間
、
最
小
時
間
は
３
・
９

時
間
、
平
均
時
間
は
８
・
７
時
間
で
、
28

年
度
と
比
較
し
て
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ

ま
せ
ん
。
中
学
校
武
道
必
修
化
が
実
施
さ

れ
て
か
ら
、
授
業
時
間
の
確
保
は
大
き
な

課
題
で
あ
り
、
29
・
30
年
度
と
も
10
時
間

以
上
実
施
し
て
い
る
学
校
の
割
合
が
40
％

を
超
え
て
お
り
、
全
体
の
約
80
％
の
学
校

が
８
時
間
以
上
実
施
し
て
い
る
と
い
う
結

果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

⑨
武
道
授
業
実
施
時
期

　

今
回
新
た
に
実
施
時
期
の
調
査
を
行
い

ま
し
た
。
８
月
か
ら
12
月
が
最
も
多
く

72
・
５
％
、
次
に
１
月
か
ら
３
月
が
20
・

１
％
、
最
も
少
な
い
の
は
４
月
か
ら
７
月

で
７
・
４
％
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
ま
し

た
。

⑩
指
導
体
制

　

指
導
体
制
に
つ
い
て
、
保
健
体
育
科
教

員
の
み
で
授
業
を
行
っ
て
い
る
学
校
は
、

28
年
度
が
88
・
２
％
、
29
年
度
が
85
・
１

％
、
30
年
度
が
82
・
９
％
と
減
少
傾
向
が

見
ら
れ
ま
す
。
授
業
協
力
者
の
活
用
、
他

教
科
教
員
（
武
道
経
験
者
）
と
Ｔ
Ｔ
で
指

導
し
て
い
る
学
校
の
割
合
が
28
年
度
の

11
・
８
％
か
ら
30
年
度
は
17
・
１
％
に
増

加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
保
健
体
育
科
教

員
の
み
で
専
門
種
目
を
指
導
し
て
い
る
学

校
の
割
合
が
７
・
８
％
減
少
し
て
い
る
と

い
う
結
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

　

平
成
24
年
度
に
全
国
１
万
余
校
の
中
学
校
に
お
い
て
武
道
が
必
修
化
さ
れ
て
か
ら
、
丸
７
年
が
経
過
し
ま
し
た
。

　
（
公
財
）
日
本
武
道
館
で
は
、
中
学
校
武
道
授
業
充
実
の
た
め
、
過
去
４
回
「
中
学
校
武
道
必
修
化
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
」（
平
成
23
・
25
・
27
・
29
年
度
実
施
）
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
、
平
成
29
・
30
年
度
の
実

施
状
況
に
つ
い
て
、
全
国
都
道
府
県
及
び
政
令
指
定
都
市
教
育
委
員
会
に
対
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
い
た
し

ま
し
た
の
で
、
結
果
の
概
要
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
調
査
結
果
概
要

①
武
道
場
設
置
校
数

　

武
道
場
設
置
校
数
の
割
合
は
必
修
化
初

年
度
の
平
成
24
年
度
が
50
・
５
％
、
平
成

30
年
度
が
59
・
４
％
と
上
昇
し
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
少
子
化
の
影
響
で
中
学
校

の
生
徒
数
が
減
少
し
て
お
り
、
小
規
模
校

の
武
道
場
設
置
は
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
な

お
、
全
国
の
国
立
・
公
立
・
私
立
中
学
校

総
数
１
０
２
７
０
校
の
う
ち
、
約
半
数
の

学
校
に
武
道
場
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
推

測
さ
れ
ま
す
。

②
武
道
場
設
置
数

　

前
回
ま
で
は
武
道
場
設
置
校
数
の
み
の

調
査
で
し
た
が
、
今
回
は
武
道
場
の
設
置

数
及
び
内
訳
に
つ
い
て
も
、
調
査
を
行
い

ま
し
た
。

　

大
規
模
校
に
お
い
て
は
柔
道
場
、
剣
道

場
、
弓
道
場
を
併
せ
持
つ
学
校
も
あ
り
、

30
年
度
は
調
査
対
象
校
７
０
５
６
校
に
対

し
、
５
８
２
１
館
、
対
象
校
比
82
・
５
％

の
武
道
場
の
設
置
数
が
あ
り
ま
し
た
。

③
武
道
場
内
訳

　

30
年
度
の
武
道
場
設
置
率
内
訳
は
、
柔

道
場
が
33
・
９
％
と
最
も
多
く
、
次
に
剣

道
場
の
30
・
７
％
、
総
合
武
道
場
等
が

12
・
６
％
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
ま
し

た
。
弓
道
場
、
相
撲
場
は
、
割
合
は
少
な

い
の
で
す
が
、
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

④
実
施
種
目

　

平
成
30
年
度
の
各
種
目
実
施
率
は
、
柔

道
が
64
・
５
％
、
剣
道
が
34
・
４
％
、
次

に
相
撲
３
・
３
％
、
空
手
道
２
・
３
％
と

続
い
て
い
ま
す
。
事
前
調
査
と
し
て
行
っ

た
平
成
23
年
度
か
ら
今
回
実
施
し
た
30
年

度
ま
で
の
実
施
率
を
見
て
み
ま
す
と
、
柔

道
は
60
～
67
％
、
剣
道
は
30
～
37
％
、
相

撲
は
３
％
前
後
で
推
移
し
て
お
り
、
大
き

な
変
化
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
銃
剣
道
に
つ

い
て
は
29
年
度
ま
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
30
年
度
の
実
施
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

⑤
複
数
種
目
実
施
校

　

複
数
種
目
の
実
施
校
は
、
平
成
29
年
度

の
436
校
に
比
較
し
30
年
度
は
542
校
と
106
校

の
増
と
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

⑥
複
数
種
目
実
施
内
訳

　

複
数
種
目
の
実
施
種
目
を
見
て
み
る

と
、
柔
道
、
剣
道
、
相
撲
３
種
目
の
組
合
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⑪
怪
我
に
つ
い
て

　

前
回
同
様
、
柔
道
・
剣
道
に
お
い
て
、

怪
我
の
発
生
件
数
が
多
種
目
に
比
べ
て
多

い
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
実
施
校
が
多
い

た
め
で
す
。
ま
た
、
回
答
に
は
部
活
動
に

お
け
る
怪
我
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
授

業
中
に
発
生
し
た
怪
我
の
件
数
は
報
告
の

数
値
よ
り
も
少
な
い
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

⑫
怪
我
の
内
容

　

重
篤
な
事
故
の
報
告
は
、
前
回
に
続

き
、
今
回
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
内
訳

は
、
挫
傷
・
打
撲
が
最
も
多
く
、
骨
折
、

捻
挫
が
続
い
て
い
ま
す
。
原
因
・
状
況
に

つ
い
て
は
、
柔
道
で
は
、
投
げ
技
の
練
習

の
際
、
受
け
身
が
う
ま
く
取
れ
ず
に
骨
折

す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
報
告
さ
れ
て
い
ま

す
。
剣
道
で
は
、
試
合
の
際
、
転
倒
ま
た

は
接
触
し
て
骨
折
す
る
ケ
ー
ス
が
報
告
さ

れ
て
い
ま
す
。

⑬
安
全
対
策
へ
の
取
組

　

今
回
、
新
た
に
安
全
対
策
へ
の
取
組
に

つ
い
て
、
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
回
答
数

の
多
い
順
に
「
指
導
体
制
・
指
導
内
容
」

「
研
修
会
等
の
実
施
」「
施
設
・
用
具
整
備
」

「
指
導
書
・
資
料
等
活
用
」「
安
全
指
導
の

徹
底
」「
緊
急
時
の
連
絡
体
制
の
整
備
」「
外

部
指
導
者
の
活
用
」
と
な
り
ま
し
た
。

▽
「
指
導
体
制
・
指
導
内
容
」
に
つ
い
て

・「
大
外
刈
り
」
及
び
「
立
位
で
の
試 

合
」
は
実
施
し
な
い
こ
と
を
周
知
徹
底
し

て
い
る
。

・
指
導
教
員
が
技
術
を
磨
く
と
と
も
に
、

考
え
ら
れ
る
危
険
を
理
解
し
て
お
く
。

・
男
女
共
習
に
し
て
い
る
た
め
、
複
数
教

員
で
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

・
３
人
組
で
学
習
（
２
人
が
組
ん
で
１
人

が
観
察
、
ア
ド
バ
イ
ス
、
安
全
確
保
）
し

て
い
る
。

・
怪
我
防
止
に
む
け
て
、
ジ
ャ
ー
ジ
の
着

方
や
防
具
の
紐
の
正
し
い
結
び
方
を
指
導

し
て
い
る
。

・
試
合
形
式
を
避
け
、
礼
儀
作
法
な
ど
に

重
点
を
置
き
指
導
し
て
い
る
。

▽
「
研
修
会
等
の
実
施
」
に
つ
い
て

・
武
道
を
指
導
す
る
教
員
の
指
導
歴
を
調

査
し
、
指
導
歴
が
な
い
教
員
や
指
導
歴
が

浅
い
教
員
を
対
象
に
、
指
導
者
講
習
会
へ

の
参
加
を
促
し
て
い
る
。

・
頭
部
外
傷
の
研
修
を
実
施
し
て
い
る
。

▽
「
施
設
・
用
具
整
備
」
に
つ
い
て

・
投
げ
込
み
用
マ
ッ
ト
の
導
入
（
柔
道
実

施
校
）
を
行
っ
て
い
る
。

・
カ
ー
ボ
ン
竹
刀
を
使
用
し
て
い
る
。

町
で
防
具
を
レ
ン
タ
ル
し
、
安
全
で
清
潔

な
防
具
を
使
用
し
て
い
る
。

・
ア
イ
ガ
ー
ド
の
取
り
付
け
を
実
施
し
て

い
る
。

▽
「
指
導
書
・
資
料
等
活
用
」
に
つ
い
て

・
安
全
な
武
道
指
導
を
進
め
る
た
め
の
武

道
指
導
参
考
資
料
を
作
成
し
て
い
る
。

・
校
内
で
指
導
を
統
一
す
る
た
め
の
指
導

Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
作
成
し
て
い
る
。

・「
中
学
校
の
授
業
に
お
け
る
武
道
指
導

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
各
学
校
で
活
用
し
安

全
管
理
に
努
め
て
い
る
。

▽
「
安
全
指
導
の
徹
底
」
に
つ
い
て

・
各
校
で
、
事
故
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
な

指
導
の
徹
底
と
、
事
故
が
起
こ
っ
た
場
合

の
対
応
の
仕
方
に
つ
い
て
確
認
し
、
事
故

が
起
き
た
際
に
は
教
育
委
員
会
に
報
告
す

る
よ
う
に
し
て
い
る
。

・
過
去
に
発
生
し
た
武
道
指
導
中
の
事
故

事
例
を
あ
げ
、未
然
防
止
に
努
め
て
い
る
。

・
独
自
に
作
成
し
た
指
導
計
画
に
お
い

て
、柔
道
の
授
業
で
の「
受
け
身
の
習
得
」

や
「
生
徒
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
指
導
」
な

ど
安
全
面
に
十
分
配
慮
す
る
よ
う
に
示
し

て
い
る
。

▽
「
緊
急
時
の
連
絡
体
制
の
整
備
」
に
つ

い
て

・
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
応
急
処
置
や

緊
急
連
絡
体
制
な
ど
の
対
処
方
法
に
つ
い

て
共
通
理
解
の
徹
底
を
図
っ
て
い
る
。

・
頭
頸
部
外
傷
事
故
発
生
時
の
対
応
フ
ロ

ー
チ
ャ
ー
ト
を
作
成
し
、
緊
急
対
応
の
徹

底
を
図
っ
て
い
る
。

▽
「
外
部
指
導
者
の
活
用
」
に
つ
い
て

・
国
の
委
託
事
業
（
武
道
等
指
導
充
実
・

資
質
向
上
支
援
事
業
）
の
活
用
に
よ
り
、

地
域
の
専
門
性
を
有
す
る
指
導
者
（
授
業

協
力
者
）
を
課
題
の
あ
る
中
学
校
へ
派
遣

し
て
い
る
。

⑭
必
修
化
に
関
す
る
取
組

　

必
修
化
に
関
す
る
取
組
に
つ
い
て
、
回

答
数
の
多
か
っ
た
も
の
は
、「
研
修
会
等

の
実
施
」「
外
部
指
導
者
の
活
用
」「
指
導

内
容
の
工
夫
」「
指
導
書
の
作
成
・
活
用
」

の
順
で
し
た
。
前
回
調
査
と
大
き
な
変
化

は
見
ら
れ
ま
せ
ん
が
、「
指
導
内
容
の
工

夫
」「
武
道
の
特
性
を
指
導
」
な
ど
に
つ

い
て
取
り
組
ん
で
い
る
学
校
が
増
え
て
い

ま
す
。

▽
「
研
修
会
等
の
実
施
」
に
つ
い
て

・
柔
道
に
お
い
て
は
毎
年
、
市
教
育
委
員

会
主
催
の
実
技
講
習
会
を
夏
休
み
に
実
施

し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
種
目
に

つ
い
て
も
日
本
武
道
館
主
催
、
あ
る
い
は

ス
ポ
ー
ツ
庁
主
催
の
研
修
会
に
市
内
中
学

校
保
健
体
育
教
諭
１
名
を
派
遣
し
、
実
技

講
習
会
の
講
師
と
し
て
い
る
。

・
市
独
自
の｢

中
学
校
の
授
業
に
お
け
る

武
道
指
導
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン｣

の
内
容
の
周

知
徹
底
と
課
題
の
解
決
及
び
保
健
体
育
科

教
員
の
指
導
力
向
上
並
び
に
指
導
方
法
の

工
夫
改
善
を
図
る
た
め
の
実
技
研
修
会
を

29
年
度
は
悉し
っ

皆か
い

で
、
30
年
度
よ
り
５
年
に

１
度
の
受
講
で
実
施
し
て
い
る
。

・
全
国
武
道
指
導
者
研
修
会
（
日
本
武
道

館
主
催
）
参
加
の
周
知
を
図
っ
て
い
る
。

▽
「
外
部
指
導
者
等
の
活
用
」
に
つ
い
て

・
運
動
領
域
の
専
門
的
知
識
の
あ
る
指
導

者
を
学
校
に
派
遣
す
る
こ
と
で
複
数
指
導

者
に
よ
る
指
導
体
制
を
確
立
し
、
安
全
面

を
徹
底
し
て
い
る
。
ま
た
、
実
技
指
導
補

助
や
示
範
等
を
行
う
こ
と
で
授
業
の
充
実

を
図
り
、
教
員
の
指
導
力
向
上
に
つ
な
げ

て
い
る
。

・
授
業
協
力
者
派
遣
校
を
訪
問
し
、
指
導

体
制
等
の
確
認
と
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

・
地
域
の
有
段
者
を
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ

ー
と
し
て
授
業
を
支
援
し
て
い
た
だ
い
て

い
る
。

▽
「
指
導
書
等
の
作
成
・
活
用
」
に
つ
い

て
・
教
育
委
員
会
作
成
の
資
料
を
活
用
し
て

い
る
。

・
県
独
自
に
現
行
学
習
指
導
要
領
に
基
づ

く
武
道
指
導
の
手
引
を
作
成
し
て
い
る
。

・
剣
道
連
盟
や
研
修
会
で
も
ら
う
指
導
書

を
活
用
し
指
導
し
て
い
る
。

▽
「
指
導
の
工
夫
」
に
つ
い
て

・
男
女
共
習
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女

子
生
徒
は
「
怖
さ
」
が
少
な
く
な
り
、
前

向
き
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
。

・
施
設
が
充
実
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
自
校
で
で
き
る
、
で
き
る
限
り
の

取
り
組
み
を
心
が
け
て
い
る
。

・
指
導
者
自
身
が
自
ら
の
知
識
や
技
量
を

上
げ
る
こ
と
（
動
画
や
参
考
書
か
ら
技
術

を
高
め
る
研
究
）
に
努
め
て
い
る
。

・
空
手
（
形
）
の
授
業
が
怪
我
な
く
生
徒

も
や
り
が
い
を
持
て
る
と
思
う
が
、
な
か

な
か
教
え
る
の
は
難
し
い
。

▽
「
武
道
の
特
性
を
指
導
」
に
つ
い
て

・
技
術
だ
け
で
な
く
、
武
道
の
精
神
や
礼

儀
作
法
に
つ
い
て
も
指
導
し
て
い
る
。

・
技
を
身
に
つ
け
、
試
合
を
す
る
こ
と
、

剣
道
を
す
る
こ
と
に
楽
し
さ
を
感
じ
さ
せ

る
よ
う
な
授
業
へ
の
教
材
研
究
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ

機
器
活
用
）
を
し
て
い
る
。

・
日
本
独
自
の
伝
統
文
化
で
あ
る
剣
道
に

興
味
関
心
を
持
ち
、
剣
道
の
歴
史
や
そ
の

意
義
・
特
性
を
理
解
さ
せ
る
指
導
を
し
て

い
る
。

・
真
剣
に
取
り
組
み
、
自
身
の
内
面
を
高

め
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
指
導
を
し
て
い

る
。

▽
そ
の
他

・
柔
道
指
導
に
困
っ
て
い
る
初
任
者
の
い

る
学
校
に
対
し
、
柔
道
指
導
支
援
チ
ー
ム

員
に
よ
る
訪
問
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

・
学
校
体
育
調
査
（
武
道
に
つ
い
て
や
柔

道
実
施
状
況
調
査
等
を
毎
年
行
い
、
武
道

の
実
施
状
況
を
把
握
し
て
い
る
。

⑮
指
導
書
の
活
用
に
つ
い
て

　

今
回
初
め
て
指
導
書
の
活
用
に
つ
い

て
、
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
指
導
書
を
活

用
し
て
い
る
学
校
は
全
体
の
73
・
５
％
と

非
常
に
高
い
数
字
と
な
っ
て
お
り
、
活
用

し
て
い
る
指
導
書
に
つ
い
て
は
、
都
道
府

県
ま
た
は
市
教
育
委
員
会
作
成
の
指
導
書

が
最
も
多
く
49
・
１
％
、
日
本
武
道
協
議

会
刊
行
『
中
学
校
武
道
必
修
化
指
導
書
』

が
17
・
４
％
、
武
道
連
盟
作
成
の
指
導
書

が
10
・
６
％
の
順
で
し
た
。

⑯
中
学
校
武
道
必
修
化
実
施
に
よ
る
生
徒

　

に
見
ら
れ
た
変
化

　

回
答
数
が
最
も
多
か
っ
た
内
容
は
、「
礼

儀
・
礼
節
に
関
す
る
意
識
が
高
ま
っ
た
」

で
全
体
の
30
％
、「
武
道
は
礼
に
始
ま
り
、

礼
に
終
わ
る
」
の
実
践
指
導
は
こ
れ
か
ら
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が
本
番
で
す
。
次
が
「
相
手
を
尊
重
す
る

考
え
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
」、「
武
道
へ

の
興
味
・
関
心
が
高
ま
っ
た
」、「
日
常
の

態
度
に
変
化
が
み
ら
れ
た
」
の
順
で
、
そ

の
他
、「
武
道
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
変

わ
っ
た
」
と
い
う
回
答
も
複
数
得
ら
れ
ま

し
た
。

▽
「
礼
儀
・
礼
節
」
に
つ
い
て

・
武
道
な
ら
で
は
の
礼
儀
・
作
法
の
理

解
、
伝
統
文
化
へ
の
意
識
の
高
ま
り
が
あ

る
。

・
授
業
前
の
正
座
を
し
て
の
黙
想
、
か
か

り
稽
古
や
試
合
前
の
挨
拶
等
、
学
年
が
進

む
に
つ
れ
て
男
女
を
問
わ
ず
礼
節
を
重
ん

ず
る
生
徒
が
増
え
た
。

・
柔
道
の
時
間
に
限
ら
ず
、
授
業
者
や
授

業
を
す
る
場
へ
の
礼
儀
や
礼
節
が
高
ま
っ

た
。

・
礼
儀
作
法
の
指
導
か
ら
、
人
と
し
て
の

常
識
を
身
に
つ
け
、
精
神
的
な
変
化
に
は

プ
ラ
ス
傾
向
は
あ
る
が
、
運
動
量
の
減
少

が
大
き
い
た
め
落
ち
着
か
な
い
生
徒
の
様

子
も
見
ら
れ
る
。

・
礼
節
を
重
ん
じ
た
指
導
を
行
っ
た
結

果
、
学
校
生
活
の
中
で
体
育
館
等
へ
の
出

入
り
の
際
に
、
一
礼
す
る
姿
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

・
武
道
の
授
業
を
通
じ
、
他
者
に
対
し
て

の
関
わ
り
方
や
用
具
を
丁
寧
に
取
り
扱
う

な
ど
、普
段
、意
識
し
て
い
な
か
っ
た
「
礼

法
」
に
つ
い
て
、
実
生
活
と
絡
め
て
考
え

る
機
会
が
持
て
た
こ
と
で
、
日
常
の
生
活

に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
「
や
ら
さ
れ

て
い
る
礼
法
」
か
ら
意
味
の
あ
る
「
主
体

的
な
礼
法
」
に
変
化
し
て
い
っ
た
よ
う
に

思
う
。

▽
「
相
手
を
尊
重
す
る
意
識
・
態
度
」
に

つ
い
て

・
日
常
生
活
に
お
い
て
、
相
手
の
立
場
に

立
っ
た
言
動
が
徐
々
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

・
剣
道
で
は
、
や
み
く
も
に
竹
刀
を
振
り

回
す
の
で
な
く
、
相
手
の
事
を
考
え
て
打

突
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

・
相
手
を
投
げ
る
動
作
を
通
し
て
、
思
い

や
る
気
持
ち
（
怪
我
を
さ
せ
な
い
）
が
育

っ
た

・
相
手
の
痛
み
に
対
し
て
敏
感
に
な
っ

た
。

▽
「
武
道
に
対
す
る
興
味
・
関
心
」
に
つ

い
て

・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
等
、
テ
レ
ビ
で
柔
道
を

見
る
よ
う
に
な
り
、
武
道
へ
の
関
心
が
高

ま
っ
た
。

・
剣
道
に
興
味
・
関
心
を
持
ち
、
意
欲
的

に
取
り
組
む
生
徒
が
増
え
た
。
特
に
、
リ

ズ
ム
剣
道
に
つ
い
て
は
、
女
子
の
学
習
意

欲
を
高
め
る
た
め
に
効
果
的
だ
っ
た
。

・
実
施
種
目
以
外
の
武
道
へ
の
関
心
が
高

ま
っ
た
。

・
全
生
徒
が
武
道
に
取
り
組
む
こ
と
を
き

っ
か
け
と
し
て
、
課
題
探
究
的
な
学
習
の

充
実
が
よ
り
図
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、

武
道
に
興
味
・
関
心
を
も
ち
、「
す
る
・

み
る
・
支
え
る
・
知
る
」
な
ど
の
多
様
な

関
わ
り
方
や
楽
し
み
方
を
す
る
生
徒
が
増

え
た
と
の
声
を
多
く
聞
い
て
い
る
。

▽
「
日
常
生
活
の
態
度
向
上
」
に
つ
い
て

・
黙
想
の
経
験
に
よ
り
、
心
を
落
ち
着
か

す
経
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、

授
業
や
集
会
の
開
始
時
に
黙
想
を
取
り
入

れ
る
こ
と
で
、
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
る
こ
と

が
で
き
た
。

・
友
だ
ち
や
仲
間
と
組
ん
で
、
投
げ
た

り
、
抑
え
込
ん
だ
り
、
打
ち
合
っ
た
り
す

る
こ
と
に
よ
り
、
お
互
い
の
距
離
感
が
近

く
な
り
、
仲
よ
く
学
習
す
る
姿
が
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

・
普
段
大
人
し
い
生
徒
も
積
極
的
に
行
動

で
き
る
こ
と
が
増
え
た
。

・
男
女
共
習
に
よ
り
、
授
業
が
柔
ら
か
い

雰
囲
気
に
な
り
、
技
能
習
得
に
時
間
を
要

す
る
仲
間
へ
の
励
ま
し
や
ア
ド
バ
イ
ス
が

増
え
た
。

▽
そ
の
他

・
必
修
化
の
前
は
、
女
子
生
徒
の
多
く
が

武
道
授
業
を
受
け
て
お
ら
ず
、
心
配
が
あ

っ
た
が
、
必
修
化
後
は
女
子
生
徒
が
積
極

的
に
武
道
授
業
に
取
り
組
む
姿
が
多
く
見

ら
れ
た
。

・
武
道
が
楽
し
い
と
感
じ
る
生
徒
が
増
え

た
。

・
経
験
す
る
こ
と
で
、
武
道
に
対
し
て
の

「
怖
い
」と
い
う
先
入
観
が
軽
減
さ
れ
、「
楽

し
い
」
と
い
う
前
向
き
な
捉
え
方
を
す
る

生
徒
が
増
え
た
。

・
柔
道
で
は
、
受
け
身
か
ら
学
習
を
始
め

る
が
、
他
に
負
け
る
練
習
か
ら
行
う
ス
ポ

ー
ツ
は
な
い
た
め
、
生
徒
に
と
っ
て
は
新

鮮
で
あ
り
、
受
け
身
等
の
基
礎
練
習
を
大

切
に
す
る
姿
が
多
く
見
ら
れ
た
。

・
伝
統
的
な
武
道
の
考
え
方
を
理
解
し
、

相
手
を
敬
っ
て
練
習
や
試
合
を
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
特
に
女
子
は
武
道
必
修
化
に

よ
り
、こ
の
経
験
を
積
む
こ
と
が
で
き
た
。

・
授
業
協
力
者
が
配
置
さ
れ
て
い
る
学
校

で
は
、
生
徒
た
ち
の
技
能
の
向
上
だ
け
で

な
く
、
生
徒
の
授
業
に
対
す
る
満
足
度
も

高
く
な
っ
て
い
る
。

・
生
徒
に
変
化
は
あ
る
が
、
武
道
の
必
修

化
に
よ
る
変
化
と
は
限
定
で
き
な
い
。
そ

の
他
の
学
校
教
育
活
動
全
て
が
、
関
係
し

て
生
徒
へ
の
変
化
と
な
っ
て
い
る
。

・
世
界
に
数
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
の
中
に
、
日

本
発
祥
の
ス
ポ
ー
ツ
が
あ
る
こ
と
の
誇
り

を
感
じ
る
。

・
武
道
に
対
し
て
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
印
象

だ
っ
た
生
徒
が
「
楽
し
い
」
と
感
じ
て
い

た
。

・
テ
レ
ビ
で
柔
道
の
試
合
を
見
て
、
試
合

の
判
定
が
お
か
し
か
っ
た
な
ど
、
興
味
を

持
つ
と
と
も
に
、
理
解
し
た
う
え
で
試
合

内
容
を
解
説
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

⑰
課
題
・
将
来
展
望

　

施
設
用
具
に
関
す
る
も
の
が
22
・
３
％

と
最
も
多
く
、
以
下
、
指
導
内
容
、
指
導

体
制
、
安
全
対
策
等
に
つ
い
て
の
順
で
回

答
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

▽
「
施
設
用
具
」
に
つ
い
て

・
武
道
場
の
設
置
校
が
少
な
く
、
施
設
・

設
備
が
整
っ
て
い
な
い
。

・
市
よ
り
生
徒
の
人
数
分
の
防
具
を
レ
ン

タ
ル
さ
れ
て
い
る
の
で
、
運
動
量
が
確
保

さ
れ
て
よ
い
。

・
畳
が
敷
け
る
武
道
場
が
な
く
、
現
在
は

体
育
館
で
ウ
レ
タ
ン
マ
ッ
ト
を
使
用
し
柔

道
の
授
業
を
行
っ
て
お
り
、
畳
が
使
え
る

武
道
場
等
の
設
置
が
望
ま
れ
る
。

・
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
３
つ
の
種

目
（
柔
道
・
剣
道
・
相
撲
）
を
選
択
し
よ

う
と
し
て
も
、
施
設
面
・
予
算
面
の
問
題

か
ら
で
き
る
種
目
が
限
ら
れ
て
し
ま
う
。

・
費
用
面
で
、
用
具
の
準
備
が
容
易
な
の

が
柔
道
で
あ
り
、
多
く
の
学
校
で
柔
道
が

取
り
組
ま
れ
て
い
る
。

・
用
具
を
そ
ろ
え
た
と
し
て
も
、
衛
生
面

な
ど
の
課
題
は
残
る
。

・
防
具
の
手
入
れ
に
つ
い
て
、
専
門
業
者

に
防
具
の
安
全
点
検
を
年
１
回
お
願
い
し

た
い
。

・
柔
道
以
外
の
種
目
の
実
施
率
が
低
い
の

は
、
教
員
の
指
導
力
不
足
や
環
境
（
体
育

施
設
・
設
備
、
用
具
等
の
不
足
）
が
要
因

と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
各
学
校
で
実
施
種
目
数
を
増
や

し
、
生
徒
が
選
択
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
は
、
教
員
の
指
導
力
向
上
が
必
要
で

あ
る
。

・
平
成
24
年
度
に
必
修
化
さ
れ
た
年
に
は

柔
道
実
施
校
に
は
畳
を
、
剣
道
実
施
校
に

は
剣
道
具
を
配
備
し
た
が
、
教
職
員
の
異

動
等
で
実
施
種
目
も
変
わ
っ
て
き
て
い

る
。
今
後
は
、
再
調
査
を
行
い
、
適
切
に

用
具
等
の
配
備
を
行
っ
て
参
り
た
い
。

・
防
具
が
な
い
た
め
、
竹
刀
打
ち
程
度
し

か
で
き
な
い
。
全
員
分
防
具
が
あ
れ
ば
試

合
な
ど
様
々
な
体
験
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
竹
刀
打
ち

は
、
受
け
方
に
よ
っ
て
は
危
険
も
生
じ
る

の
で
、
十
分
に
注
意
し
な
が
ら
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
武
道
を
続
け
る
場
合
、

用
具
を
十
分
に
揃
え
て
も
ら
い
た
い
。

▽
「
指
導
内
容
・
指
導
体
制
」
に
つ
い
て

・
柔
道
、
剣
道
以
外
の
単
元
、
特
に
「
空

手
」
に
つ
い
て
、
履
修
す
る
学
校
が
増
え

て
い
く
可
能
性
が
あ
る
（
会
場
の
準
備
や

生
徒
の
「
道
衣
」
や
「
防
具
」
の
購
入
が

必
要
な
い
た
め
）。
し
か
し
、
特
別
な
理

由
が
な
い
場
合
は
、
履
修
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
、
さ
ら
に
10
年
後
の
学
習
指

導
要
領
改
訂
で
は
、
そ
こ
を
緩
和
す
る
こ

と
が
望
ま
れ
る
。
安
全
の
た
め
に
も
接
触

の
な
い
空
手
を
通
し
て
、
学
ぶ
こ
と
も
可

能
に
し
て
い
た
だ
け
る
と
良
い
。

・
専
門
的
に
競
技
し
て
き
た
教
員
で
な
い

と
技
術
指
導
に
限
界
が
あ
る
。

・
試
合
ま
で
授
業
展
開
し
た
い
が
、
授
業

時
間
数
の
都
合
も
あ
り
、
な
か
な
か
実
施

で
き
な
い
。



172173 月刊「武道」　2019．10 2019．10　月刊「武道」

特別レポート

・
安
全
の
た
め
に
専
門
種
目
出
身
の
指
導

者
や
複
数
指
導
体
制
が
必
要
で
あ
る
。

・
盲
学
校
で
は
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
見

え
方
に
違
い
が
あ
る
た
め
、
ま
と
め
と
し

て
の
試
合
で
は
職
員
と
試
合
を
し
て
い

る
。
こ
れ
が
生
徒
同
士
で
で
き
る
こ
と
が

あ
れ
ば
さ
ら
に
意
欲
が
向
上
す
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。

・
授
業
協
力
者
を
は
じ
め
と
す
る
外
部
人

材
・
団
体
と
の
連
携
は
、
市
町
村
に
よ
っ

て
差
が
大
き
い
。

・
柔
道
の
実
施
率
が
高
い
た
め
、
怪
我
も

多
く
み
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
教
育
委
員

会
が
剣
道
具
を
用
意
す
る
こ
と
で
、
剣
道

の
実
施
率
が
上
が
り
、
大
き
な
怪
我
も
減

少
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か

し
、
剣
道
を
指
導
で
き
る
保
健
体
育
科
教

員
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
剣
道
具
を
用

意
し
て
も
実
施
率
が
上
が
る
と
も
限
ら
な

い
。
竹
刀
の
み
で
剣
道
を
す
る
楽
し
さ
と

喜
び
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
学
習

内
容
や
指
導
方
法
が
浸
透
す
れ
ば
、
剣
道

の
実
施
率
が
上
が
り
、
武
道
で
の
怪
我
や

事
故
は
減
る
の
で
な
い
か
。

・
対
人
接
触
の
多
い
武
道
は
、
今
の
風
潮

で
は
な
か
な
か
全
員
興
味
深
く
学
習
で
き

る
か
と
い
え
ば
疑
問
で
あ
る
。
逆
に
礼
儀

を
徹
底
的
に
指
導
で
き
る
場
と
し
て
、
武

道
の
授
業
を
行
う
こ
と
が
大
切
と
考
え

る
。

・
今
は
本
校
に
柔
道
経
験
者
の
教
諭
が
い

る
た
め
、
計
画
的
に
か
つ
安
全
に
授
業
が

で
き
て
い
る
が
、
い
な
く
な
っ
た
場
合
は

大
変
心
配
で
あ
る
。

▽
そ
の
他

・
地
域
の
特
色
を
生
か
し
た
複
数
種
目
の

実
施
に
つ
い
て
、
現
状
を
把
握
し
な
が
ら

可
能
性
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

・
生
徒
が
武
道
の
特
性
や
楽
し
さ
を
実
感

し
、
武
道
の
伝
統
的
な
考
え
方
の
理
解
を

よ
り
深
め
る
た
め
の
複
数
種
目
に
よ
る
授

業
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る

・
履
修
種
目
以
外
の
武
道
種
目
を
モ
デ
ル

校
で
体
験
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
実
践
事
例

集
に
掲
載
し
た
。

・
武
道
団
体
や
地
域
の
指
導
者
と
の
連
携

を
密
に
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
施
設
を

有
効
に
活
用
し
、
複
数
の
武
道
種
目
を
体

験
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
進
め
る
。

・
さ
ま
ざ
ま
な
競
技
の
初
心
者
で
も
安
全

に
楽
し
く
行
え
る
よ
う
な
指
導
マ
ニ
ュ
ア

ル
な
ど
が
あ
る
と
よ
い
。

・
学
校
に
よ
り
、
設
備
に
大
き
な
差
が
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
学
習
内
容
に
差
が

出
て
し
ま
う
こ
と
が
気
に
な
る
。

　
ま
と
め

※
年
度
の
記
載
の
な
い
文
中
の
数
字

は
、
平
成
30
年
度
の
集
計
を
基
に
し

て
い
ま
す
。

■
武
道
場
設
置
状
況

　

武
道
場
設
置
校
数
の
割
合
は
、
必
修
化

初
年
度
の
平
成
24
年
度
が
50
・
５
％
、
平

成
30
年
度
が
59
・
４
％
と
上
昇
し
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
少
子
化
の
影
響
で
小
規
模

校
に
お
け
る
武
道
場
設
置
は
進
ん
で
い
ま

せ
ん
。
な
お
、
武
道
専
用
道
場
の
設
置
を

望
む
回
答
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
武
道

場
の
数
は
、
調
査
対
象
７
０
５
６
校
の
う

ち
、
５
８
２
１
館
（
複
数
の
武
道
場
含

む
）
で
し
た
。
武
道
場
設
置
率
は
柔
道
場

が
33
・
９
％
、
剣
道
場
が
30
・
７
％
、
総

合
武
道
場
等
12
・
６
％
と
い
う
回
答
が
得

ら
れ
ま
し
た
。

■
実
施
種
目

　

実
施
率
は
柔
道
が
64
・
５
％
、
剣
道
が

34
・
４
％
で
、
各
武
道
の
実
施
率
は
調
査

開
始
以
来
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
ま
せ

ん
。

■
複
数
種
目

　

複
数
種
目
実
施
率
は
、
29
年
度
５
・
８

％
、
30
年
度
６
・
４
％
で
あ
り
、
や
や
増

加
し
て
い
ま
す
。
今
年
度
か
ら
ス
ポ
ー
ツ

庁
の
委
託
事
業
と
し
て
、
外
部
指
導
者
を

活
用
し
た
複
数
種
目
モ
デ
ル
実
践
校
の
事

業
が
実
施
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
次
回
調

査
で
は
、
複
数
種
目
実
施
校
が
大
幅
に
増

え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

複
数
種
目
の
実
施
内
訳
は
、「
柔
道
・

剣
道
」
が
60
％
、「
柔
道
・
相
撲
」、「
剣
道
・

相
撲
」
の
３
つ
の
組
合
せ
が
全
体
の
75
％

を
占
め
て
お
り
、
空
手
道
、
な
ぎ
な
た
を

複
数
種
目
と
し
て
実
施
し
て
い
る
学
校
が

増
え
て
い
ま
す
。

■
年
間
武
道
授
業
時
間
数
・
実
施
時
期

　

年
間
最
大
時
間
は
16
・
１
時
間
、
最
小

時
間
は
３
・
９
時
間
、
平
均
時
間
は
８
・

７
時
間
で
あ
り
、
前
回
調
査
と
ほ
ぼ
同
じ

数
値
と
な
っ
て
い
ま
す
。
中
学
校
武
道
必

修
化
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
、
授
業
時
間
の

確
保
は
大
き
な
課
題
で
し
た
が
、
年
間
10

時
間
以
上
の
学
校
が
最
も
多
く
40
・
１

％
、
８
時
間
以
上
の
学
校
は
全
体
の
約
80

％
と
い
う
回
答
を
得
て
い
ま
す
。

　

実
施
時
期
は
８
月
か
ら
12
月
が
最
も
多

く
72
・
５
％
、
次
に
１
月
か
ら
３
月
、
４

月
か
ら
７
月
の
順
で
し
た
。

■
指
導
体
制

　

28
年
度
は
保
健
体
育
科
教
員
の
み
で
授

業
を
行
う
比
率
が
88
・
２
％
、
29
年
度
は

85
・
１
％
、
30
年
度
は
82
・
８
％
と
年
々

減
少
し
て
お
り
、
授
業
協
力
者
等
を
活
用

し
て
い
る
学
校
が
増
え
て
い
ま
す
。
武
道

を
専
門
と
す
る
保
健
体
育
科
教
員
が
授
業

を
行
っ
て
い
る
割
合
は
29
・
５
％
、
武
道

専
門
以
外
の
保
健
体
育
科
教
員
の
み
で
行

っ
て
い
る
割
合
は
30
・
９
％
と
い
う
回
答

で
、
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
い
ま
す
。

■
怪
我

　

怪
我
の
発
生
割
合
は
、
柔
道
は
前
回
調

査
と
ほ
ぼ
同
じ
数
値
と
な
り
、
剣
道
、
相

撲
に
つ
い
て
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

柔
道
授
業
で
の
怪
我
の
発
生
状
況
は
、
受

け
身
が
う
ま
く
と
れ
ず
に
負
傷
す
る
報

告
、
剣
道
で
は
転
倒
、
接
触
に
よ
り
負
傷

す
る
ケ
ー
ス
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

重
篤
な
事
故
等
の
回
答
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

■
安
全
対
策

　

今
回
新
た
に
、
安
全
対
策
に
対
す
る
取

組
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
回
答

数
の
上
位
は
、
指
導
体
制
整
備
、
研
修
会

等
の
実
施
、
施
設
用
具
整
備
、
指
導
書
等

の
作
成
・
活
用
、
そ
の
他
の
順
で
し
た
。

■
必
修
化
に
関
す
る
取
組

　

必
修
化
に
関
す
る
取
組
は
、
前
回
調
査

と
変
わ
ら
ず
、
研
修
会
等
の
実
施
、
指
導

書
の
作
成
・
活
用
に
力
を
入
れ
て
い
る
学

校
が
多
く
、
指
導
内
容
の
工
夫
、
武
道
の

特
性
を
指
導
し
て
い
る
と
い
う
回
答
も
多

く
見
ら
れ
ま
し
た
。

■
指
導
書

　

今
回
初
め
て
、
指
導
書
に
関
す
る
調
査

を
行
い
ま
し
た
。
指
導
書
を
活
用
し
て
い

る
学
校
は
73
・
５
％
と
非
常
に
高
い
数
字

と
な
っ
て
お
り
、
教
育
委
員
会
作
成
の
指

導
書
が
49
・
１
％
、日
本
武
道
協
議
会
『
中

学
校
武
道
必
修
化
指
導
書
』が
17
・
４
％
、

武
道
連
盟
作
成
の
指
導
書
が
10
・
６
％
と

い
う
回
答
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

■
中
学
校
武
道
必
修
化
実
施
に
よ
る
生
徒

に
見
ら
れ
た
変
化

　

特
に
多
く
み
ら
れ
た
回
答
は
、
礼
儀
礼

節
に
対
す
る
意
識
・
態
度
の
高
ま
り
で
、

続
い
て
、
相
手
を
尊
重
す
る
考
え
が
身
に

つ
い
た
、
武
道
へ
の
興
味
が
高
ま
っ
た
な

ど
、
全
体
的
に
、
日
常
生
活
に
お
け
る
態

度
の
向
上
が
み
ら
れ
た
と
い
う
肯
定
的
な

回
答
が
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

■
課
題
・
将
来
展
望

　

施
設
用
具
に
関
す
る
内
容
が
最
も
多

く
、
次
に
指
導
内
容
・
指
導
体
制
に
つ
い

て
、
安
全
対
策
な
ど
の
課
題
が
多
く
寄
せ

ら
れ
ま
し
た
。

　
（
公
財
）
日
本
武
道
館
で
は
、
本
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
生
か
し
て
、
今
後
も

文
部
科
学
省
・
ス
ポ
ー
ツ
庁
の
支
援
・
協

力
を
得
な
が
ら
武
道
統
括
９
団
体
と
協
力

し
、
全
国
指
導
者
研
修
会
、
指
導
法
研
究

事
業
、
地
域
社
会
武
道
指
導
者
研
修
会
等

を
実
施
し
、
中
学
校
武
道
必
修
化
の
充
実

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、月
刊「
武

道
」
及
び
日
本
武
道
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

必
修
化
関
連
情
報
も
含
め
て
、
指
導
者
の

指
導
力
向
上
と
と
も
に
、
生
徒
が
主
役
の

「
安
全
で
楽
し
く
効
果
の
上
が
る
授
業
」

の
充
実
を
目
指
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
所

存
で
す
の
で
、
関
係
者
、
関
係
団
体
の
皆

様
方
の
よ
り
一
層
の
ご
支
援
・
ご
協
力
を

お
願
い
申
し
上
げ
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結

果
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
。
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②武道場設置数（１校複数の武道場ありの回答含む）
29 年度 30 年度

調査対象校数 7,174 校 7,056 校

武道場設置数 6,279 館 87.5％ 5,821 館 82.5％

③武道場内訳（１校複数の武道場ありの回答含む）※調査対象校に対する各武道場設置数の割合

29 年度 30 年度
設置数 設置率 設置数 設置率

柔道場 2,671 館　 37.2％　 2,393 館　 33.9％　
剣道場 2,386 館　 33.3％　 2,164 館　 30.7％　
弓道場 103 館　 1.4％　 158 館　 2.2％　
相撲場 94 館　 1.3％　 98 館　 1.4％　
その他
（総合武道場等） 1,025 館　 14.3％　 1,008 館　 14.3％　

合計 6,279 館　 87.5％　 5,821 館　 82.5％　

①武道場設置校数
24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度

調査対象校数　 10,472 校　 9,101 校 − 7,368 校 7,541 校 7,530 校 7,346 校
武道場設置校数 5,287 校　 4,790 校 − 4,207 校 4,382 校 4,425 校 4,364 校

50.5％ 52.6％ − 57.1％ 58.1％ 58.8％ 59.4％
　※調査対象校数が減少しているのは、武道場設置数を把握していない都道府県があるためです。調査対象校数の増減にか
かわらず、武道場設置比率は必修化初年度以降、50％台で推移しています。

④実施種目（重複回答含む）※回答学校数に対する割合

平成 28 年度
対象：9,868 校※ 1

平成 29 年度
対象：9,070 校

平成 30 年度
対象：9,471 校

柔道 6,388 校 64.7% 5,854 校 64.5％ 6,105 校 64.5％
剣道 3,029 校 35.5% 2,900 校 32.0％ 3,256 校 34.4％
弓道 18 校 0.2% 12 校 0.1％ 16 校 0.2％
相撲 302 校 3.5% 260 校 2.9％ 311 校 3.3％
空手道 182 校 2.1% 189 校 2.1％ 218 校 2.3％
合気道 23 校 0.3% 27 校 0.3％ 28 校 0.3％
少林寺拳法 9 校 0.1% 13 校 0.1％ 16 校 0.2％
なぎなた 53 校 0.6% 50 校 0.6％ 65 校 0.7％
銃剣道 1 校 0.01% 1 校 0.01％ 0 校 -　
その他※ 2 19 校 18 校 15 校

　※ 1 柔道以外の調査対象は 8,522 校　※ 2 その他は古武道、居合道、杖道、沖縄角力等

⑤複数種目実施校　※調査対象校に対する複数種目実施校の割合

29 年度 30 年度
複数種目実施校 436 校 542 校
複数種目実施率※ 5.8％ 6.4％

⑥複数種目実施内訳　※複数種目実施校に対する割合

29 年度複数種目実施校　436 校 30 年度複数種目実施校　542 校
実施種目 実施校数 実施率 実施種目 実施校数 実施率
柔道・剣道 287 校 65.8％ 柔道・剣道 325 校 60.0％
柔道・相撲 28 校 6.4％ 剣道・相撲 41 校 7.6％
柔道・なぎなた 26 校 6.0％ 柔道・相撲 37 校 6.8％
剣道・相撲 18 校 4.1％ 柔道・なぎなた 32 校 5.9％
柔道・空手道 15 校 3.4％ 柔道・空手道 23 校 4.2％
柔道・合気道 9 校 2.1％ 柔道・合気道 11 校 2.0％
剣道・空手道 9 校 2.1％ 柔道・剣道・相撲 9 校 1.7％
柔道・剣道・相撲 4 校 0.9％ 相撲・空手道 8 校 1.5％
剣道・なぎなた 3 校 0.7％ 剣道・空手道 4 校 0.7％
柔道・少林寺拳法 2 校 0.5％ 剣道・なぎなた 4 校 0.7％
剣道・弓道 2 校 0.5％ 柔道・少林寺拳法 3 校 0.6％
剣道・少林寺拳法 2 校 0.5％ 柔道・弓道 2 校 0.4％
相撲・沖縄角力 2 校 0.5％ 柔道・剣道・なぎなた 2 校 0.4％
柔道・剣道・なぎなた 1 校 0.2％ 剣道・弓道 2 校 0.4％
柔道・居合道 1 校 0.2％ 剣道・少林寺拳法 2 校 0.4％
剣道・合気道 1 校 0.2％ 剣道・合気道 1 校 0.4％
剣道・銃剣道 1 校 0.2％ 相撲・合気道 1 校 0.4％
相撲・合気道 1 校 0.2％

⑦複数種目実施校における各種目の実施率　
※複数種目実施校に対する割合

29 年度 30 年度
実施校 実施率 実施校 実施率

柔道 373 校 85.6％ 444 校 81.9％
剣道 327 校 75.0％ 390 校 72.0％
弓道 2 校 0.5％ 4 校 0.7％
相撲 53 校 12.2％ 88 校 16.2％
空手道 24 校 5.5％ 35 校 6.5％
合気道 10 校 2.3％ 13 校 2.4％
少林寺拳法 4 校 0.9％ 5 校 0.9％
なぎなた 30 校 6.9％ 38 校 7.0％
銃剣道 1 校 0.2％ 0 校 -　

⑧年間武道授業時間数（重複回答含む）　
※回答学校数に対する割合

28 年度 29 年度 30 年度
最大 16.2 時間 15.6 時間 16.1 時間
最小 4.5 時間 4.4 時間 3.9 時間
平均 8.7 時間 8.9 時間 8.7 時間

29 年度 30 年度
年間授業時間 学校数 割合 学校数 割合
～３時間 154 校 2.3％ 238 校 2.4％
　４時間 76 校 1.1％ 106 校 1.1％
　５時間 213 校 3.2％ 331 校 3.4％
　６時間 678 校 10.1％ 1,090 校 11.2％
　７時間 422 校 6.3％ 566 校 5.8％
　８時間 1,772 校 26.3％ 2,653 校 27.2％
　９時間 639 校 9.5％ 863 校 8.8％
　10時間～ 2,774 校 41.2％ 3,912 校 40.1％
　合計 6,728 校 9,759 校

　※１校で複数の武道場を持つ中学校があるため道場数の設置率は高くなっています。
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⑨武道授業実施時期（重複回答含む）　※回答学校数に対する割合

29 年度 30 年度
実施時期 学校数 割合 学校数 割合

４月～７月 444 校 6.4％ 613 校 7.4％
８月～12月 5,012 校 72.8％ 6,013 校 72.5％
１月～３月 1,432 校 20.8％ 1,671 校 20.1％

合計 6,888 校 8,297 校

⑩指導体制　※回答学校数に対する割合

28 年度 29 年度 30 年度
指導体制 学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合

保健体育科教員のみ（専門種目・専門種目以外） 6,828 校 88.2％ 859 校 15.3％ 1,557 校 23.9％
保健体育科教員のみ（専門種目） 2,022 校 35.9％ 1,828 校 28.1％
保健体育科教員のみ（専門種目以外） 1,907 校 33.9％ 2,013 校 30.9％
授業協力者活用 883 校 11.4％ 700 校 12.4％ 883 校 13.6％
他教科教員と TT 31 校 0.4％ 142 校 2.5％ 230 校 3.5％
合計 7,742 校 5,630 校 6,511 校

⑪怪我について　※授業実施校に対する 1 校における発生件数

発生割合 発生件数 授業実施校
28 年度 30 年度 30 年度 30 年度

柔道 0.32 件 0.32 件 1,941 件 6,105 校
剣道 0.16 件 0.07 件 231 件 3,256 校
弓道 0.06 件 0 件 0 件 16 校
相撲 0.19 件 0.12 件 36 件 311 校
空手道 0.13 件 0 件 1 件 218 校
合気道 0 件 0 件 0 件 28 校
少林寺拳法 0 件 0 件 0 件 16 校
なぎなた 0.12 件 0 件 0 件 65 校
銃剣道 0 件 0 件 0 件 0 校
合計 0.22 件 2,209 件 10,015 校

⑫怪我の内容　
柔道 剣道 相撲 空手道 合計

挫傷・打撲 500 件 104 件 5 件 0 件 609 件
骨折 400 件 53 件 9 件 0 件 462 件
捻挫 303 件 16 件 0 件 0 件 319 件
その他 738 件 58 件 22 件 1 件 819 件
合計 1,941 件 231 件 36 件 1 件 2,209 件

⑬安全対策への取組　※全回答数に対する割合

内容 件数 割合
1 指導体制・指導内容 59 件 27.7％
2 研修会等の実施 56 件 26.3％
3 施設・用具整備 35 件 16.4％

4 指導書・資料等作成・
活用 25 件 11.7％

5 安全指導の徹底 20 件 9.4％
6 緊急時の連絡体制整備 14 件 6.6％
7 外部指導者活用 4 件 1.9％

合計 213 件

⑭必修化に関する取組　※全回答数に対する割合

内容 件数 割合
1 研修会等の実施 52 件 39.1％
2 外部指導者の活用 23 件 17.3％
3 指導内容の工夫 18 件 13.5％
4 指導書の作成・活用 17 件 12.8％
5 武道の特性を指導 9 件 6.8％
6 その他 14 件 3.8％

合計 133 件

⑮ -1 指導書の活用について　※調査対象校に対する学校数の割合

30 年度
学校数 割合

指導書を活用している 2,559 校 73.5％
調査対象校 3,481 校

⑮ -2 活用している指導書の活用について　（重複回答含む）　※指導書を活用している学校数に対する割合

30 年度
学校数 割合

教育委員会作成の指導書 1,256 校 49.1％
日本武道協議会『中学校武道必修化指導書』 444 校 17.4％
武道連盟作成の指導書 272 校 10.6％
その他（文科省作成の指導書、保健体育教材等） 863 校 33.7％

⑯中学校武道必修化実施による生徒に見られた変化　※全回答数に対する割合

内容 件数 割合
1 礼儀・礼節の高まり 36 件 30.3％
2 相手を尊重する意識・態度 15 件 12.6％
3 武道への興味・関心 13 件 10.9％
4 日常生活の態度向上 12 件 10.1％
5 その他 43 件 36.1％

119 件

⑰課題・将来展望　※全回答数に対する割合

内容 件数 割合
1 施設用具 37 件 22.3％
2 指導内容 35 件 21.1％
3 指導体制 33 件 19.9％
4 安全対策 17 件 10.2％
5 外部指導者 16 件 9.6％
6 研修会 16 件 9.6％
7 その他 12 件 7.2％

合計 166 件

　※クラブ活動の怪我も含まれており、必修化授業の怪我の件数はこれより少ないものと見込まれます。
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平成 29年度中学校武道必修化

№ 都道府県 全国公立 
中学校数

調査対象 
学校数

武道場 
設置校数

武道場 
設置率

武道場設置数（重複回答含む） 　

合計 柔道場 剣道場 弓道場 相撲場 その他 
（総合武道場等） 柔道 剣道 弓道

1 北海道 495 494 49 9.9% 62 49 10 0 3 0 314 63.6% 139 28.1% 0 -
2 札幌市 100 100 85 85.0% 85 0 0 0 0 85 98 98.0% 2 2.0% 0 -
3 青森県 156 156 63 40.4% 63 - - - - 63 125 80.1% 30 19.2% - -
4 岩手県 163 163 75 46.0% - - - - - - 153 93.9% - - - -
5 宮城県 135 129 68 52.7% 128 64 57 5 2 0 86 66.7% 43 33.3% 0 -
6 仙台市 64 64 64 100.0% 129 64 64 1 0 0 58 90.6% 10 15.6% - -
7 秋田県 132 116 69 59.5% 112 55 54 0 3 0 101 87.1% 7 6.0% 0 -
8 山形県 112 104 60 57.7% 113 60 51 0 2 0 95 91.3% 6 5.8% - -
9 福島県 218 218 66 30.3% 108 59 49 0 0 0 112 51.4% 102 46.8% - -
10 茨城県 222 222 184 82.9% 383 184 184 12 3 0 173 77.9% 56 25.2% 0 -
11 栃木県 172 171 121 70.8% 230 77 121 28 2 2 54 31.6% 109 63.7% 1 0.6%
12 群馬県 169 163 138 84.7% 258 131 127 0 0 0 152 93.3% 18 11.0% 0 -
13 埼玉県 356 356 234 65.7% 236 21 30 2 1 182 285 80.1% 93 26.1% 1 0.3%
14 さいたま市 57 57 46 80.7% 94 47 47 0 0 0 33 57.9% 45 78.9% - -
15 千葉県 324 324 288 88.9% 426 212 210 4 0 0 199 61.4% 156 48.1% - -
16 千葉市 55 55 55 100.0% 71 55 16 0 0 0 55 100.0% 2 3.6% - -
17 東京都 670 670 - - - - - - - - 517 77.2% - - - -
18 神奈川県 178 178 77 43.3% 77 75 1 1 0 0 138 77.5% 54 30.3% 0 -
19 川崎市 52 52 40 76.9% 79 40 39 0 0 0 48 92.3% 4 7.7% - -
20 横浜市 148 147 117 79.6% 232 116 116 0 0 0 144 98.0% 5 3.4% 0 -
21 相模原市 37 36 31 86.1% 64 32 31 1 0 0 26 72.2% 10 27.8% - -
22 新潟県 235 235 130 55.3% 247 128 119 0 0 0 222 94.5% 20 8.5% 0 -
23 新潟市 56 56 53 94.6% 53 52 1 0 0 0 54 96.4% 3 5.4% 0 -
24 富山県 79 79 74 93.7% 138 65 62 1 5 5 65 82.3% 19 24.1% 0 -
25 石川県 84 84 15 17.9% 15 8 0 2 5 0 71 84.5% 12 14.3% 0 -
26 福井県 75 75 - - - - - - - - 34 45.3% 45 60.0% - -
27 山梨県 80 80 - - - - - - - - 64 80.0% 11 13.8% - -
28 長野県 188 188 99 52.7% 188 93 94 1 0 0 43 22.9% 153 81.4% 2 1.1%
29 岐阜県 180 180 112 62.2% 112 4 11 0 0 97 17 9.4% 157 87.2% - -
30 静岡県 242 192 111 57.8% 111 15 11 4 13 68 137 71.4% 37 19.3% 1 0.5%
31 静岡市 43 43 33 76.7% 60 32 27 1 0 0 41 95.3% 1 2.3% - -
32 浜松市 49 48 26 54.2% - - - - - - 21 43.8% 28 58.3% 0 -
33 愛知県 306 306 - - - - - - - - 153 50.0% 191 62.4% 0 -
34 名古屋市 110 110 110 100.0% 110 - - - - 110 4 3.6% 106 96.4% - -
35 三重県 172 155 77 49.7% 114 51 60 0 3 0 56 36.1% 87 56.1% 0 -
36 滋賀県 100 100 76 76.0% 76 10 2 0 2 62 66 66.0% 34 34.0% - -
37 京都府 96 96 50 52.1% 50 13 0 0 0 37 93 96.9% 4 4.2% - -
38 京都市 73 73 22 30.1% 22 0 0 0 1 21 67 91.8% 4 5.5% - -
39 大阪府 288 288 94 32.6% 94 58 31 0 0 5 156 54.2% 144 50.0% 0 -
40 大阪市 129 131 118 90.1% 119 6 1 0 1 111 118 90.1% 23 17.6% 0 -
41 堺市 43 43 7 16.3% 7 3 2 0 2 0 25 58.1% 18 41.9% - -
42 兵庫県 281 261 - - 367 168 185 1 13 0 149 57.1% 124 47.5% 0 -
43 神戸市 85 82 48 58.5% 97 48 48 0 1 0 78 95.1% 8 9.8% 0 -
44 奈良県 101 101 101 100.0% 108 37 52 8 8 3 49 48.5% 46 45.5% 1 1.0%
45 和歌山県 123 123 44 35.8% 44 25 19 0 0 0 52 42.3% 57 46.3% 0 -
46 鳥取県 64 57 45 78.9% 45 6 2 9 1 27 44 77.2% 14 24.6% - -
47 島根県 111 111 66 59.5% 66 36 29 0 1 0 83 74.8% 16 14.4% - -
48 岡山県 117 116 108 93.1% - - - - - - - - - - - -
49 岡山市 38 38 38 100.0% 72 35 37 0 0 0 24 9.0% 9 6.0% 0 -
50 広島県 243 172 - - - - - - - - 76 44.2% 93 54.1% - -
51 広島市 64 64 36 56.3% - - - - - - - - - - - -
52 山口県 148 147 - - - - - - - - 127 86.4% 18 12.2% 0 -
53 徳島県 93 82 69 84.1% 69 26 37 4 2 0 18 22.0% 51 62.2% 0 -
54 香川県 76 76 56 73.7% 101 47 51 0 3 0 40 52.6% 43 56.6% 1 1.3%
55 愛媛県 130 130 - - 107 27 20 0 10 50 63 48.5% 61 46.9% 1 0.8%
56 高知県 107 107 30 28.0% 43 15 22 3 3 0 18 16.8% 62 57.9% 0 -
57 福岡県 225 209 150 71.8% 273 138 129 6 0 0 139 66.5% 79 37.8% 2 1.0%
58 北九州市 62 62 62 100.0% - - - - - - - - - - - -
59 福岡市 69 69 68 98.6% 136 68 68 0 0 0 51 73.9% 21 30.4% - -
60 佐賀県 102 92 61 66.3% 61 26 30 1 4 0 26 28.3% 70 76.1% 0 -
61 長崎県 173 173 55 31.8% - - - - - - 146 84.4% 31 17.9% 0 -
62 熊本県 121 121 62 51.2% 62 - - - - 62 77 63.6% 48 39.7% 0 -
63 熊本市 43 43 28 65.1% 55 26 28 1 0 0 19 44.2% 24 55.8% 0 -
64 大分県 121 121 54 44.6% - - - - - - - - - - - -
65 宮崎県 129 129 45 34.9% 45 2 1 7 0 35 97 75.2% 33 25.6% 2 1.6%
66 鹿児島県 228 - - - - - - - - - - - - - - -
67 沖縄県 149 148 62 41.9% 62 62 0 0 0 0 5 3.4% 4 2.7% 0 -

合計 9,846 9,371 4,425 58.8% 6,279 2,671 2,386 103 94 1,025 5,854 64.5% 2,900 32.0% 12 0.1%
37.2% 33.3% 1.4% 1.3% 14.3%

アンケート調査結果① （令和元年 8 月 31 日現在）
　実施種目の学校数（重複回答含む）及び実施率

複数種目実施校 
及び実施率相撲 空手道 合気道 少林寺拳法 なぎなた 銃剣道 その他

32 6.5% 13 2.6% 1 0.2% 1 0.2% 0 - 0 - 0 6 1.2%
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2 2.0%
4 2.6% 2 1.3% - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
1 0.8% 1 0.8% 0 - 2 1.6% 0 - 0 - 0 5 3.9%
- - 4 6.3% 3 4.7% - - - - - - - 6 9.4%
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 0.9%
1 1.0% - - - - - - 1 1.0% - - 1 居合道 2 1.9%
8 3.7% 1 0.5% - - - - 3 1.4% - - - - -
1 0.5% 1 0.5% 4 1.8% 0 - 0 - 0 - 0 13 5.9%
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 スポーツチャンバラ 6 3.5%
0 - 2 1.2% 0 - 0 - 1 0.6% 0 - 0 7 4.3%
16 4.5% 1 0.3% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 37 10.4%
- - - - - - - - - - - - - 22 38.6%
9 2.8% - - - - - - - - - - - 39 12.0%
- - - - - - - - - - - - - 2 3.6%
- - - - - - - - - - - - - - -
5 2.8% 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0.6% 0 17 9.6%
- - - - - - - - - - - - - 0 0.0%
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2 1.4%
- - - - - - - - - - - - 1 日本剣道形 0 0.0%
2 0.9% 5 2.1% 5 2.1% 0 - 5 2.1% 0 - 5 柳生新陰流 5 2.1%
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 1 1.8%
1 1.3% 0 - 0 - 0 - 1 1.3% 0 - 0 8 10.1%
1 1.2% 0 - 0 - 1 1.2% 0 - 0 - 0 1 1.2%
- - - - - - - - - - - - - 4 5.3%
6 7.5% 1 1.3% - - - - 1 1.3% - - - 3 3.8%
4 2.1% 1 0.5% - - - - - - - - - 15 8.0%
5 2.8% - - - - - - 1 0.6% - - - 9 5.0%
5 2.6% - - - - - - - - - - - 2 1.0%
1 2.3% - - - - - - - - - - - 0 0.0%
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 2.1%
27 8.8% 0 - 3 1.0% 0 - 2 0.7% 0 - 0 - -
- - - - 1 0.9% - - - - - - - 1 0.9%
21 13.5% 0 - 0 - 0 - 1 0.6% 0 - 0 9 5.8%
- - - - - - - - - - - - - 1 1.0%
- - - - 2 2.1% - - 1 1.0% - - - 4 4.2%
3 4.1% - - - - - - - - - - - 2 2.7%
3 1.0% 2 0.7% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 19 6.6%
1 0.8% 0 - 0 - 1 0.8% 1 0.8% 0 - 1 未指導 15 11.5%
2 4.7% - - - - - - 1 2.3% - - - 8 18.6%
2 0.8% 0 - 0 - 0 - 9 3.4% 0 - 0 23 8.8%
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 6 7.3%
9 8.9% 0 - 0 - 1 1.0% 0 - 0 - 0 5 5.0%
7 5.7% 1 0.8% 6 4.9% 3 2.4% 2 1.6% 0 - 0 4 3.3%
1 1.8% - - - - - - - - - - - 2 3.5%
- - - - - - 1 0.9% - - - - - 1 0.9%
- - - - - - - - - - - - - - -
6 15.8% 0 - 0 - 0 - 1 2.6% 0 - 0 2 5.3%
4 2.3% 1 0.6% - - - - - - - - 4 杖道 6 3.5%
- - - - - - - - - - - - - - -
5 3.4% 1 0.7% 0 - 0 - 2 1.4% 0 - 0 6 4.1%
20 24.4% 1 1.2% 1 1.2% 0 - 0 - 0 - 0 9 11.0%
2 2.6% 0 - 1 1.3% 3 3.9% 3 3.9% 0 - 0 5 6.6%
3 2.3% 2 1.5% 0 - 0 - 2 1.5% 0 - 0 2 1.5%
21 19.6% 0 - 0 - 0 - 2 1.9% 0 - 0 5 4.7%
11 5.3% 9 4.3% 0 - 0 - 1 0.5% 0 - - 31 14.8%
- - - - - - - - - - - - - - -
1 1.4% 7 10.1% - - - - - - - - - 12 17.4%
3 3.3% 0 - 0 - 0 - 1 1.1% 0 - 0 10 10.9%
1 0.6% 0 - 0 - 0 - 7 4.0% 0 - 0 14 8.1%
0 - 3 2.5% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 7 5.8%
1 2.3% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 1 2.3%
- - - - - - - - - - - - - - -
2 1.6% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 5 3.9%
- - - - - - - - - - - - - - -
2 1.4% 130 87.8% 0 - 0 - 1 0.7% 0 - 5 沖縄角力 5 3.4%

260 2.9% 189 2.1% 27 0.3% 13 0.1% 50 0.6% 1 0.01% 18 436 5.7%
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特別レポート

平成 29年度中学校武道必修化

№ 都道府県 調査対象 
学校数

年間武道授業時間数 ( 重複回答含む ) 年間実施時間数

3 時間以下 4 時間 5 時間 6 時間 7 時間 8 時間 9 時間 10 時間以上 平均 最大 最小

1 北海道 494 0 - 2 0.4% 2 0.4% 54 10.9% 22 4.4% 159 32.1% 42 8.5% 215 43.3% 8.92 16 4
2 札幌市 100 0 - 0 - 0 - 3 3.1% 1 1.0% 25 25.5% 2 2.0% 67 68.4% 9.6 15 6
3 青森県 156 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 岩手県 163 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 宮城県 129 1 0.7% 2 1.5% 7 5.1% 24 17.6% 19 14.0% 44 32.4% 11 8.1% 28 20.6% 6.95 12 3
6 仙台市 64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 秋田県 116 0 - 0 - 0 - 6 4.0% 4 2.6% 32 21.2% 19 12.6% 90 59.6% 9.89 22 6
8 山形県 104 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 福島県 218 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 茨城県 222 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 栃木県 171 2 1.1% 2 1.1% 4 2.2% 13 7.0% 11 5.9% 55 29.6% 22 11.8% 77 41.4% 8.6 10 3
12 群馬県 163 0 - 1 0.5% 4 2.0% 23 11.4% 18 9.0% 56 27.9% 21 10.4% 78 38.8% 8.7 20 4
13 埼玉県 356 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 さいたま市 57 - - - - - - 4 6.9% 7 12.1% 17 29.3% 4 6.9% 26 44.8% 9 12 6
15 千葉県 324 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 千葉市 55 0 - 0 - 0 - 1 1.8% 0 - 6 10.9% 9 16.4% 39 70.9% 10.1 15 6
17 東京都 670 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 神奈川県 178 0 - 0 - 30 16.5% 10 5.5% 14 7.7% 56 30.8% 11 6.0% 61 33.5% 8.2 17 5
19 川崎市 52 - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - -
20 横浜市 147 0 - 0 - 0 - 6 1.7% 11 3.2% 60 17.4% 35 10.2% 232 67.4% 10.3 17 6
21 相模原市 36 39 43.8% 0 - 4 4.5% 4 4.5% 0 - 22 24.7% 5 5.6% 15 16.9% 6 14 0

22 新潟県 235 0 - 1 0.6% 3 1.8% 29 17.3% 18 10.7% 68 40.5% 10 6.0% 39 23.2% 7.6 16 4

23 新潟市 56 0 - 0 - 3 5.1% 7 11.9% 3 5.1% 25 42.4% 2 3.4% 19 32.2% 9 12 5
24 富山県 79 0 - 0 - 1 0.8% 6 5.0% 8 6.6% 22 18.2% 25 20.7% 59 48.8% - - 5
25 石川県 84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 福井県 75 0 - 0 - 2 2.7% 7 9.3% 11 14.7% 52 69.3% 3 4.0% 0 - 7.4 9 5
27 山梨県 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 長野県 188 0 - 1 0.2% 8 1.8% 36 8.1% 38 8.6% 125 28.2% 10 2.3% 225 50.8% 9.1 17 4
29 岐阜県 180 - - - - - - 10 5.6% 4 2.2% 33 18.3% 19 10.6% 114 63.3% 9.8 15 6
30 静岡県 192 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 静岡市 43 - - - - - - 3 7.0% 4 9.3% 7 16.3% 6 14.0% 23 53.5% 9 14 6
32 浜松市 48 - - - - - - - - - - - - - - - - 8 12 6
33 愛知県 306 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 名古屋市 110 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 三重県 155 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 滋賀県 100 0 - 4 1.6% 7 2.7% 34 13.3% 17 6.7% 58 22.7% 44 17.3% 91 35.7% 8.58 15 4

37 京都府 96
中 1 0 - 0 - 2 2.1% 4 4.2% 2 2.1% 14 14.6% 16 16.7% 58 60.4% 9.8 14 5
中 2 1 1.0% 1 1.0% 3 3.1% 3 3.1% 3 3.1% 22 22.9% 17 17.7% 46 47.9% 9.2 15 0

38 京都市 73 - - - - - - 10 11.1% 5 5.6% 29 32.2% 8 8.9% 38 42.2% 9 15 6
39 大阪府 288 17 5.1% 19 5.7% 26 7.8% 50 15.1% 38 11.4% 99 29.8% 24 7.2% 59 17.8% 8.7 17 3
40 大阪市 131 1 0.6% 10 6.3% 16 10.1% 26 16.5% 14 8.9% 44 27.8% 21 13.3% 26 16.5% - 13 0
41 堺市 43 - - 1 1.2% 1 1.2% 9 10.7% 7 8.3% 14 16.7% 9 10.7% 43 51.2% 9.2 12 4
42 兵庫県 261 3 0.9% 4 1.2% 15 4.5% 43 12.9% 31 9.3% 126 37.8% 32 9.6% 79 23.7% 8 15 3
43 神戸市 82 0 - 0 - 4 5.3% 15 20.0% 13 17.3% 20 26.7% 13 17.3% 10 13.3% 7 12 5
44 奈良県 101 2 1.8% 5 4.4% 13 11.4% 27 23.7% 10 8.8% 32 28.1% 13 11.4% 12 10.5% 7.15 12 3
45 和歌山県 123 4 2.7% 5 3.4% 9 6.1% 29 19.7% 15 10.2% 34 23.1% 19 12.9% 32 21.8% 9 12 7
46 鳥取県 57 1 1.2% 0 - 1 1.2% 7 8.1% 7 8.1% 27 31.4% 10 11.6% 33 38.4% 9 18 3
47 島根県 111 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 岡山県 116 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 岡山市 38 0 - 2 4.2% 2 4.2% 7 14.6% 3 6.3% 17 35.4% 7 14.6% 10 20.8% 8.14 15 4
50 広島県 172 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 広島市 64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 山口県 147 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 徳島県 82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 香川県 76 1 1.4% 1 1.4% 6 8.1% 16 21.6% 2 2.7% 27 36.5% 4 5.4% 17 23.0% 7.8 20 0
55 愛媛県 130 0 - 0 - 3 6.5% 10 21.7% 4 8.7% 13 28.3% 7 15.2% 9 19.6% 9.2 14 5
56 高知県 107 0 - 1 1.0% 5 4.9% 15 14.6% 6 5.8% 39 37.9% 12 11.7% 25 24.3% 8.18 16 4
57 福岡県 209 4 1.5% 9 3.4% 16 6.0% 53 19.9% 13 4.9% 75 28.1% 14 5.2% 83 31.1% 6.25 18 2
58 北九州市 62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59 福岡市 69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 佐賀県 92 0 - 1 0.7% 1 0.7% 8 5.5% 5 3.4% 14 9.7% 23 15.9% 93 64.1% 9.84 18 4
61 長崎県 173 76 14.6% 0 - 3 0.6% 28 5.4% 16 3.1% 104 20.0% 30 5.8% 262 50.5% 9 24 5
62 熊本県 121 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63 熊本市 43 - - - - 3 7.0% 5 11.6% 3 7.0% 9 20.9% 2 4.7% 21 48.8% 9 12 5
64 大分県 121 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 宮崎県 129 0 - 0 - 3 0.9% 13 3.7% 11 3.2% 55 15.9% 38 11.0% 227 65.4% 10.1 18 5
66 鹿児島県 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
67 沖縄県 148 2 1.1% 4 2.2% 6 3.2% 20 10.8% 4 2.2% 36 19.5% 20 10.8% 93 50.3% 9 18 3

合計 9,371 154 2.3% 76 1.1% 213 3.2% 678 10.1% 422 6.3% 1,772 26.3% 639 9.5% 2,774 41.2% 8.9 15.6 4.4 

アンケート調査結果② （令和元年 8 月 31 日現在）
実施時期 指導体制 備考

4 月～ 7 月 8 月～ 12 月 1 月～ 3 月 保体科教員 
のみ ( 専門 )

保体科教員 
のみ ( 専門外 ) 授業協力者を活用 他教科教員とＴＴ

9 1.8% 389 78.7% 96 19.4% 171 34.6% 150 30.4% 172 34.8% 1 0.2%
0 0.0% 89 90.8% 9 9.2% - - - - 1 1.0% - -
2 1.3% 110 86.6% 15 11.8% - - - - 5 3.2% - - 学校独自の外部指導者 1 校
2 1.2% 141 92.2% 10 6.5% - - - - - - - -
7 5.4% 92 71.3% 30 23.3% 31 24.0% 83 64.3% 11 8.5% 4 3.1%
0 0.0% 56 87.5% 8 12.5% - - - - 1 1.6% - -
0 0.0% 114 99.1% 1 0.9% 14 12.1% 79 68.1% 13 11.2% 10 8.6%
3 2.9% 95 91.3% 6 5.8% 22 18.3% 72 60.0% 13 10.8% 13 10.8%
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 210 87.1% - - 22 9.1% 9 3.7%
9 5.1% 123 69.5% 45 25.4% 37 20.1% 110 59.8% 15 8.2% 22 12.0%
10 6.1% 114 69.9% 39 23.9% 122 専門・専門外含む 74.8% 41 25.2% - -
- - - - - - - - - - - - - -
1 1.8% 46 80.7% 10 17.5% 57 専門・専門外含む 100.0% - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
3 5.5% 48 87.3% 4 7.3% - - - - 8 14.5% - -
13 2.5% 394 76.2% 110 21.3% 500 97.7% - - 12 2.3% - -
- - - - - - - - - - 12 6.7% - -
- - - - - - - - - - 11 21.2% - -

144 13.6% 702 66.1% 216 20.3% - - - - - - - - 実施時期は、学年ごと、月ごとに調査。
12 33.3% 20 55.6% 4 11.1% 36 100.0% - - - - - -

0 - 135 79.4% 35 20.6% 154 専門・専門外含む 71.63% 49 22.8% 12 5.6%
各種目ごとに外部指導者と市内中学校の保健体育科教師
が配属される。複数種目実施校、年間武道授業時間数、
実施時期、指導体制は、新潟市を除く。

1 1.8% 47 83.9% 8 14.3% 12 21.4% 41 73.2% 3 5.4% 0 -
8 7.1% 69 61.6% 35 31.3% 13 13.0% 72 72.0% 14 14.0% 1 1.0%
4 4.8% 79 94.0% 1 1.2% - - - - - - - -
3 4.0% 68 90.7% 4 5.3% 64 専門・専門外含む 85.3% 11 14.7% 0 -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 135 71.8% 53 28.2% - - - -

23 12.8% 99 55.0% 58 32.2% 174 96.7% - - 6 3.3% - -
36 13.7% 141 53.6% 86 32.7% 171 93.4% 7 3.8% 5 2.7% - -
8 18.6% 25 58.1% 10 23.3% 2 4.7% 40 93.0% 1 2.3% 0 -
- - - - - - - - - - - - 3 100.0%
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 15 9.7% - -
1 1.0% 72 72.0% 27 27.0% - - - - - - - -

4 5.7% 62 88.6% 4 5.7% 93 専門・専門外含む 96.9% 2 2.1% 1 1.0% 実施時期① + ② 13 校、② + ③ 12 校、① + ③ 1 校

7 9.7% 59 81.9% 6 8.3% 73 100.0% - - - - - -
30 9.9% 197 65.0% 76 25.1% 86 29.3% 161 54.8% 42 14.3% 5 1.7%
4 2.3% 74 43.3% 93 54.4% 29 18.2% 119 74.8% 2 1.3% 9 5.7%
7 14.6% 36 75.0% 5 10.4% 9 20.9% 34 79.1% - - - -
25 8.2% 202 66.2% 78 25.6% 34 13.8% 194 78.9% 15 6.1% 3 1.2%
4 4.8% 70 83.3% 10 11.9% 30 36.6% 52 63.4% - - - -
15 12.8% 67 57.3% 35 29.9% 25 25.5% 68 69.4% - - 5 5.1%
14 11.6% 81 66.9% 26 21.5% 121 専門・専門外含む 84.6% 22 15.4% 0 -
0 - 56 98.2% 1 1.8% 4 7.0% 48 84.2% 5 8.8% 0 -
4 4.0% 79 79.8% 16 16.2% - - - - 11 9.9% - -
- - - - - - - - - - - - - -
2 5.3% 32 84.2% 4 10.5% 12 29.3% 25 61.0% 3 7.3% 1 2.4%
4 5.3% 58 76.3% 14 18.4% - - - - - - - - 実施時期は、柔道のみ調査。
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 7 4.8% - -
- - 79 96.3% 3 3.7% 3 3.7% 57 69.5% 22 26.8% 0 -
- - - - - - - - 54 76.1% 11 15.5% 6 8.5%
4 3.1% 106 82.8% 18 14.1% 110 専門・専門外含む 85.9% - - 18 14.1%
7 6.6% 65 61.3% 34 32.1% 15 14.9% 72 71.3% 11 10.9% 3 3.0% 校内支援員、複数体制、中高一貫校の高等学校教員
9 6.4% 88 62.4% 44 31.2% 138 専門・専門外含む 81.7% 31 18.3% - - 実施時期は、柔道のみ調査。
- - - - - - - - - - - - - -
1 1.9% 17 32.7% 34 65.4% 50 48.5% 18 17.5% 35 34.0% 0 -
2 2.1% 74 77.1% 20 20.8% 31 28.7% 60 55.6% 9 8.3% 8 7.4%
0 - 172 100.0% 0 - 16 9.3% 143 83.1% 5 2.9% 8 4.7%
- - - - - - - - - - - - - -
1 2.3% 17 39.5% 25 58.1% 19 44.2% 24 55.8% 0 - 0 -
1 1.4% 53 72.6% 19 26.0% - - - - - - - -
- - - - - - 58 39.2% 71 48.0% 19 12.8% 0 -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 7 4.7% - -

444 6.4% 5,012 72.8% 1,432 20.8% 2,022 35.9% 1,907 33.9% 700 12.4% 142 2.5%
保体科教員のみ（専門・専門外含む）859 校 15.3％
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特別レポート

平成 30年度中学校武道必修化

№ 都道府県 全国公立 
中学校数

調査対象 
学校数

武道場 
設置校数

武道場 
設置率

武道場設置数（重複回答含む） 　

合計 柔道場 剣道場 弓道場 相撲場 その他 
（総合武道場等） 柔道 剣道 弓道

1 北海道 483 482 55 11.4% 69 55 10 0 3 1 307 63.7% 136 28.2% 0 -
2 札幌市 100 100 87 87.0% 87 0 0 0 0 87 98 98.0% 2 2.0% 0 -
3 青森県 156 156 61 39.1% 61 - - - - 61 128 82.1% 28 17.9% - -
4 岩手県 160 160 75 46.9% - - - - - - 150 93.8% 21 13.1% 3 1.9%
5 宮城県 135 129 68 52.7% 127 63 57 5 2 0 85 65.9% 45 34.9% 0 -
6 仙台市 65 65 65 100.0% 132 65 65 2 - - 55 84.6% 10 15.4% - -
7 秋田県 129 128 68 53.1% 114 56 55 0 3 0 106 82.8% 9 7.0% 0 -
8 山形県 112 104 60 57.7% 113 60 51 - 2 - 96 92.3% 11 10.6% - -
9 福島県 218 218 68 31.2% 112 61 51 - - - 110 50.5% 102 46.8% - -
10 茨城県 222 222 187 84.2% 394 187 187 15 5 0 172 77.5% 50 22.5% 0 -
11 栃木県 172 171 121 70.8% 230 77 121 28 2 2 55 32.2% 110 64.3% 1 0.6%
12 群馬県 169 163 138 84.7% 258 131 127 0 0 0 150 92.0% 18 11.0% 1 0.6%
13 埼玉県 356 356 234 65.7% 236 22 28 2 0 184 286 80.3% 90 25.3% 1 0.3%
14 さいたま市 57 57 46 80.7% 94 47 47 - - - 34 59.6% 45 78.9% - -
15 千葉県 324 324 288 88.9% - - - - - - 195 60.2% 158 48.8% - -
16 千葉市 55 55 55 100.0% 71 55 16 - - - 55 100.0% 0 0.0% 0 -
17 東京都 669 669 - - - - - - - - 527 78.8% 129 19.3% 1 0.1%
18 神奈川県 178 178 - - - - - - - - 137 77.0% 51 28.7% 0 -
19 川崎市 52 52 40 76.9% 79 40 39 - - - 48 92.3% 4 7.7% - -
20 横浜市 148 147 117 79.6% 234 117 117 - - - 143 97.3% 5 3.4% 0 -
21 相模原市 37 36 31 86.1% 64 32 31 1 - - 26 72.2% 10 27.8% - -
22 新潟県 235 235 130 55.3% 247 128 119 0 0 0 210 89.4% 30 12.8% 0 -
23 新潟市 56 56 53 94.6% 53 52 1 0 0 0 54 96.4% 3 5.4% 0 -
24 富山県 79 79 74 93.7% 138 65 62 1 5 5 65 82.3% 19 24.1% 0 -
25 石川県 84 84 15 17.9% 15 8 0 2 5 0 71 84.5% 12 14.3% 0 -
26 福井県 75 75 - - - - - - - - 34 45.3% 45 60.0% 0 -
27 山梨県 80 80 - - 79 38 37 3 1 - 58 72.5% 12 15.0% - -
28 長野県 188 187 - - - - - - - - 40 21.4% 154 82.4% 2 1.1%
29 岐阜県 180 180 112 62.2% 112 4 11 - - 97 17 9.4% 157 87.2% - -
30 静岡県 242 198 111 56.1% 111 15 11 4 13 68 138 69.7% 40 20.2% 1 0.5%
31 静岡市 43 43 33 76.7% 60 32 27 1 - - 41 95.3% 1 2.3% - -
32 浜松市 49 48 26 54.2% - - - - - - 22 45.8% 27 56.3% 0 -
33 愛知県 307 307 - - - - - - - - 153 49.8% 190 61.9% 0 -
34 名古屋市 110 110 110 100.0% 110 - - - - 110 6 5.5% 106 96.4% - -
35 三重県 172 158 78 49.4% 106 54 49 0 3 0 59 37.3% 85 53.8% - -
36 滋賀県 100 100 76 76.0% 76 10 2 - 2 62 65 65.0% 34 34.0% - -
37 京都府 97 97 53 54.6% 53 12 11 - - 30 92 94.8% 4 4.1% - -
38 京都市 73 73 22 30.1% 22 - - - 1 21 65 89.0% 4 5.5% - -
39 大阪府 287 287 94 32.8% 94 58 31 0 0 5 155 54.0% 145 50.5% 0 -
40 大阪市 129 131 118 90.1% 119 6 1 0 1 111 117 89.3% 24 18.3% 0 -
41 堺市 43 43 7 16.3% 7 3 2 - 2 - 28 65.1% 18 41.9% - -
42 兵庫県 281 261 - - 367 168 185 1 13 0 149 57.1% 124 47.5% 0 -
43 神戸市 85 82 48 58.5% 97 48 48 0 1 0 78 95.1% 9 11.0% 0 -
44 奈良県 101 101 101 100.0% 108 37 51 8 9 3 49 48.5% 44 43.6% 1 1.0%
45 和歌山県 122 121 44 36.4% 44 25 19 0 0 0 49 40.5% 58 47.9% 0 -
46 鳥取県 64 57 45 78.9% 45 6 2 9 1 27 44 77.2% 14 24.6% - -
47 島根県 110 110 66 60.0% 66 36 29 - 1 - 83 75.5% 16 14.5% - -
48 岡山県 117 116 109 94.0% - - - - - - 54 46.6% 56 48.3% 1 0.9%
49 岡山市 38 38 38 100.0% 72 35 37 0 0 0 24 63.2% 9 23.7% 0 -
50 広島県 247 171 - - - - - - - - 75 43.9% 94 55.0% - -
51 広島市 64 64 36 56.3% 36 - - - - 36 33 51.6% 38 59.4% - -
52 山口県 147 146 65 44.5% 65 41 17 4 2 1 128 87.7% 21 14.4% 0 -
53 徳島県 93 82 76 92.7% 76 27 40 6 3 0 20 24.4% 49 59.8% 0 -
54 香川県 76 76 55 72.4% 100 46 51 0 3 0 41 53.9% 45 59.2% 0 -
55 愛媛県 130 130 - - - - - - - - 57 43.8% 58 44.6% 0 -
56 高知県 107 107 30 28.0% 43 15 22 3 3 0 18 16.8% 64 59.8% 0 -
57 福岡県 225 209 - - - - - - - - 130 62.2% 80 38.3% 2 1.0%
58 北九州市 62 62 62 100.0% 124 62 62 0 0 - 44 71.0% 16 25.8% 0 -
59 福岡市 69 69 68 98.6% 136 68 68 - - - 52 75.4% 20 29.0% - -
60 佐賀県 102 98 61 62.2% 61 26 30 1 4 0 23 23.5% 72 73.5% 0 -
61 長崎県 173 173 55 31.8% - - - - - - 145 83.8% 33 19.1% 0 -
62 熊本県 121 121 61 50.4% 61 - - - - 61 75 62.0% 48 39.7% 0 -
63 熊本市 43 43 28 65.1% 55 26 28 1 - - 19 44.2% 24 55.8% - -
64 大分県 121 121 54 44.6% - - - - - - - - - - - -
65 宮崎県 129 129 45 34.9% 45 2 1 7 0 35 97 75.2% 34 26.4% 2 1.6%
66 鹿児島県 236 236 179 75.8% 281 110 108 54 8 1 162 68.6% 82 34.7% 0 -
67 沖縄県 149 147 62 42.2% 62 62 - - - - 3 2.0% 4 2.7% 0 -

合計 9,838 9,613 4,364 59.4% 5,821 2,393 2,164 158 98 1,008 6,105 64.5% 3,256 34.4% 16 0.2%
33.9% 30.7% 2.2% 1.4% 14.3%

アンケート調査結果① （令和元年 8 月 31 日現在）
　実施種目の学校数（重複回答含む）及び実施率

複数種目実施校 
及び実施率相撲 空手道 合気道 少林寺拳法 なぎなた 銃剣道 その他

32 6.6% 11 2.3% 1 0.2% 1 0.2% 0 - 0 - 0 6 1.2%
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2 2.0%
5 3.2% 1 0.6% - - - - - - - - - - -
0 - 2 1.3% 0 - 0 - 5 3.1% 0 - - 20 12.5%
1 0.8% 1 0.8% 0 - 2 1.6% 0 - 0 - 0 - -
- - 4 6.2% 2 3.1% - - 1 1.5% - - - 6 9.2%
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2 1.6%
2 1.9% - - 1 1.0% - - 1 1.0% - - - 8 7.7%
7 3.2% 1 0.5% - - - - 3 1.4% - - - - -
5 2.3% 4 1.8% 4 1.8% 0 - 0 - 0 - 0 22 9.9%
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 7 4.1%
0 - 2 1.2% 0 - 0 - 1 0.6% 0 - 0 9 5.5%
16 4.5% 2 0.6% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 37 10.4%
- - - - - - - - - - - - - 21 36.8%
8 2.5% - - - - - - - - - - - 33 10.2%
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 0.0%
16 2.4% 10 1.5% 2 0.3% 0 - 2 0.3% 0 - 0 48 7.2%
5 2.8% 1 0.6% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 13 7.3%
- - - - - - - - - - - - - 0 0.0%
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 0.7%
- - - - - - - - - - - - 1 日本剣道形 0 0.0%
2 0.9% 7 3.0% 5 2.1% 0 - 5 2.1% 0 - 5 柳生新陰流 7 3.0%
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 1 1.8%
1 1.3% 0 - 0 - 0 - 1 1.3% 0 - 0 8 10.1%
1 1.2% 0 - 0 - 1 1.2% 0 - 0 - 0 1 1.2%
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4 5.3%
8 10.0% 1 1.3% - - - - - - - - - 4 5.0%
4 2.1% 1 0.5% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 16 8.6%
5 2.8% - - - - - - 1 - - - - - -
4 2.0% - - - - - - - - - - - 4 2.0%
1 2.3% - - - - - - - - - - - 0 0.0%
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 2.1%
25 8.1% 0 - 4 1.3% 0 - 2 0.7% 0 - 0 - -
1 0.9% - - - - - - - - - - - 2 1.8%
21 13.3% - - 0 - - - 1 0.6% - - 1 スポーツチャンバラ 12 7.6%
- - - - - - - - - - - - - 1 1.0%
- - - - 1 1.0% - - 2 2.1% - - - 3 3.1%
2 2.7% - - - - - - - - - - - 2 2.7%
6 2.1% 1 0.3% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 19 6.6%
1 0.8% 0 - 0 - 2 1.5% 3 2.3% 0 - 0 15 11.5%
2 4.7% - - - - - - 2 4.7% - - - 7 16.3%
3 1.1% 0 - 0 - 0 - 9 3.4% 0 - 0 27 10.3%
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 5 6.1%
7 6.9% 0 - 0 - 1 1.0% 0 - 0 - 0 2 2.0%
8 6.6% 0 - 6 5.0% 3 2.5% 2 1.7% 0 - 0 4 3.3%
1 1.8% - - - - - - - - - - - 1 1.8%
- - - - - - 1 0.9% - - - - - 2 1.8%
11 9.5% 3 2.6% 0 - 2 1.7% 1 0.9% 0 - 0 20 17.2%
6 15.8% 0 - 0 - 0 - 1 2.6% 0 - 0 2 5.3%
3 1.8% 1 0.6% 1 0.6% - - - - - - 4 杖術 7 4.1%
3 4.7% - - - - - - - - - - - 11 17.2%
5 3.4% 0 - 0 - 0 - 2 1.4% 0 - 0 10 6.8%
19 23.2% 1 1.2% 1 1.2% 0 - 1 1.2% 0 - 0 10 12.2%
2 2.6% 1 1.3% 0 - 2 2.6% 3 3.9% 0 - 0 6 7.9%
3 2.3% 1 0.8% 0 - 0 - 1 0.8% 0 - 0 2 1.5%
20 18.7% 3 2.8% 0 - 0 - 1 0.9% 0 - 0 4 3.7%
9 4.3% 12 5.7% 0 - 1 0.5% 1 0.5% 0 - - 28 13.4%
1 1.6% 1 1.6% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0.0%
1 1.4% 8 11.6% - - - - - - - - - 11 15.9%
6 6.1% 0 - 0 - 0 - 1 1.0% 0 - 0 9 9.2%
1 0.6% 0 - 0 - 0 - 7 4.0% 0 - 0 14 8.1%
1 0.8% 5 4.1% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 8 6.6%
1 2.3% - - - - - - - - - - - 1 2.3%
- - - - - - - - - - - - - - -
2 1.6% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 5 3.9%
12 5.1% 7 3.0% 0 - 0 - 4 1.7% 0 - - 5 2.1%
5 3.4% 126 85.7% 0 - 0 - 1 0.7% 0 - 4 沖縄角力 6 4.1%

311 3.3% 218 2.3% 28 0.3% 16 0.2% 65 0.7% 0 - 15 542 6.4%
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特別レポート

平成 30年度中学校武道必修化

№ 都道府県 調査対象 
学校数

年間武道授業時間数 ( 重複回答含む ) 年間実施時間数

3 時間以下 4 時間 5 時間 6 時間 7 時間 8 時間 9 時間 10 時間以上 平均 最大 最小

1 北海道 482 0 - 5 1.0% 12 2.5% 49 10.2% 19 3.9% 167 34.6% 32 6.6% 198 41.1% 8.78 16 4
2 札幌市 100 0 - 0 - 0 - 4 3.9% 1 1.0% 22 21.6% 3 2.9% 72 70.6% 9.6 15 6
3 青森県 156 - - - - - - - - - - - - - - - - 8 - -
4 岩手県 160 0 - 0 - 3 1.5% 8 4.0% 4 2.0% 48 24.0% 9 4.5% 128 64.0% - 20 5
5 宮城県 129 1 0.7% 1 0.7% 8 5.8% 26 18.7% 19 13.7% 44 31.7% 9 6.5% 31 22.3% 6.85 15 3
6 仙台市 65 3 2.3% 5 3.8% 7 5.3% 27 20.3% 8 6.0% 52 39.1% 11 8.3% 20 15.0% 8.23 15 3
7 秋田県 128 0 - 0 - 0 - 3 2.0% 5 3.3% 32 21.3% 16 10.7% 94 62.7% 10.26 22 6
8 山形県 104 3 2.1% 4 2.8% 5 3.5% 19 13.3% 9 6.3% 47 32.9% 4 2.8% 52 36.4% 8 17 2
9 福島県 218 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 茨城県 222 0 - 0 - 4 1.8% 15 6.8% 11 5.0% 61 27.5% 29 13.1% 102 45.9% 9.27 16 5
11 栃木県 171 2 1.1% 2 1.1% 4 2.1% 11 5.9% 12 6.4% 54 28.7% 23 12.2% 80 42.6% 8.6 10 3
12 群馬県 163 0 - 1 0.5% 7 3.4% 26 12.6% 8 3.9% 66 32.0% 20 9.7% 78 37.9% 8.9 16 4
13 埼玉県 356 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 さいたま市 57 - - - - - - 4 6.9% 7 12.1% 17 29.3% 4 6.9% 26 44.8% 9 12 6
15 千葉県 324 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 千葉市 55 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7 12.7% 7 12.7% 41 74.5% 10.5 15 6
17 東京都 669 44 6.6% 3 0.4% 13 1.9% 84 12.6% 39 5.8% 207 30.9% 63 9.4% 216 32.3% 8 24 0
18 神奈川県 178 0 - 0 - 1 0.8% 12 10.2% 9 7.6% 44 37.3% 15 12.7% 37 31.4% - 16 1
19 川崎市 52 - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - -
20 横浜市 147 0 - 2 0.5% 1 0.2% 7 1.7% 8 2.0% 83 20.6% 31 7.7% 271 67.2% 9.9 16 4
21 相模原市 36 39 44.3% 0 - 3 3.4% 4 4.5% 0 - 22 25.0% 5 5.7% 15 17.0% 6 14 0

22 新潟県 235 0 - 1 0.6% 3 1.8% 29 17.3% 18 10.7% 68 40.5% 10 6.0% 39 23.2% 7.6 16 4

23 新潟市 56 0 - 0 - 3 5.1% 7 11.9% 3 5.1% 25 42.4% 2 3.4% 19 32.2% 9 12 5
24 富山県 79 0 - 0 - 0 - 8 6.7% 5 4.2% 27 22.7% 22 18.5% 57 47.9% - - 6
25 石川県 84 0 - 0 - 0 - 7 8.3% 1 1.2% 13 15.5% 4 4.8% 59 70.2% 9.9 15 6
26 福井県 75 0 - 0 - 2 2.7% 7 9.3% 11 14.7% 50 66.7% 3 4.0% 2 2.7% 7.5 12 5
27 山梨県 80 0 - 2 1.0% 5 2.6% 24 12.4% 7 3.6% 50 25.9% 15 7.8% 90 46.6% 9 15 4
28 長野県 187 3 0.7% 0 - 12 2.7% 18 4.1% 33 7.6% 134 30.7% 15 3.4% 222 50.8% 9.25 16 3
29 岐阜県 180 - - - - - - 10 5.6% 4 2.2% 33 18.3% 19 10.6% 114 63.3% 9.8 15 6
30 静岡県 198 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 静岡市 43 - - - - - - 1 2.3% 4 9.3% 8 18.6% 6 14.0% 24 55.8% 9 14 6
32 浜松市 48 - - - - - - - - - - - - - - - - 8 12 6
33 愛知県 307 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 名古屋市 110 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 三重県 158 6 3.6% 11 6.6% 14 8.4% 64 38.6% 7 4.2% 30 18.1% 12 7.2% 22 13.3% 6.7 15 3
36 滋賀県 100 0 - 2 0.8% 13 5.2% 29 11.6% 21 8.4% 54 21.6% 39 15.6% 92 36.8% 8.39 15 4

37 京都府 97
中 1 1 1.0% 0 0.0% 2 2.1% 3 3.1% 2 2.1% 16 16.5% 15 15.5% 58 59.8% 9.7 16 0
中 2 1 1.0% 1 1.0% 5 5.2% 2 2.1% 2 2.1% 24 24.7% 21 21.6% 40 41.2% 9 15 0

38 京都市 73 - - 2 2.4% - - 10 12.0% 2 2.4% 29 34.9% 6 7.2% 34 41.0% 8.8 16 4
39 大阪府 287 18 5.3% 20 5.9% 28 8.3% 49 14.5% 42 12.4% 92 27.2% 26 7.7% 63 18.6% 8.9 17 3
40 大阪市 131 1 0.6% 9 5.8% 18 11.5% 26 16.7% 15 9.6% 41 26.3% 20 12.8% 26 16.7% - 14 0
41 堺市 43 - - - - - - 11 11.5% 4 4.2% 19 19.8% 7 7.3% 55 57.3% 9.4 12 6
42 兵庫県 261 3 0.9% 2 0.6% 15 4.6% 36 11.1% 26 8.0% 123 38.1% 33 10.2% 85 26.3% 8 15 3
43 神戸市 82 0 0.0% 2 2.6% 2 2.6% 14 18.2% 14 18.2% 19 24.7% 14 18.2% 12 15.6% 7.08 14 4
44 奈良県 101 1 0.9% 5 4.4% 12 10.6% 29 25.7% 11 9.7% 31 27.4% 12 10.6% 12 10.6% 7.16 12 3
45 和歌山県 121 4 2.7% 5 3.4% 9 6.1% 29 19.7% 15 10.2% 34 23.1% 19 12.9% 32 21.8% 9 13 6
46 鳥取県 57 1 1.2% 0 - 1 1.2% 7 8.1% 7 8.1% 27 31.4% 10 11.6% 33 38.4% 9 18 3
47 島根県 110 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 岡山県 116 15 3.2% 0 - 31 6.7% 82 17.6% 26 5.6% 156 33.5% 28 6.0% 128 27.5% 5.6 14 1
49 岡山市 38 1 2.1% 1 2.1% 2 4.2% 8 16.7% 3 6.3% 16 33.3% 7 14.6% 10 20.8% 8.03 15 1
50 広島県 171 1 0.4% 3 1.3% 16 7.1% 41 18.2% 26 11.6% 61 27.1% 13 5.8% 64 28.4% 8 18 3
51 広島市 64 0 0.0% 0 - 4 3.2% 20 16.0% 7 5.6% 40 32.0% 8 6.4% 46 36.8% 8.45 16 5
52 山口県 146 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 徳島県 82 7 8.8% 4 5.0% 10 12.5% 20 25.0% 8 10.0% 17 21.3% 5 6.3% 9 11.3% 6.8 16 2
54 香川県 76 2 2.6% 1 1.3% 11 14.1% 17 21.8% 2 2.6% 27 34.6% 2 2.6% 16 20.5% 7.5 20 0
55 愛媛県 130 0 - 0 - 3 6.5% 10 21.7% 4 8.7% 13 28.3% 7 15.2% 9 19.6% 9.2 14 5
56 高知県 107 1 1.0% 0 - 5 4.9% 13 12.6% 5 4.9% 40 38.8% 12 11.7% 27 26.2% 8.05 16 3
57 福岡県 209 0 - 6 2.4% 14 5.5% 54 21.3% 16 6.3% 58 22.9% 25 9.9% 80 31.6% 6.84 24 4
58 北九州市 62 1 1.6% 0 - 5 8.1% 14 22.6% 6 9.7% 19 30.6% 4 6.5% 13 21.0% 7.46 15 3
59 福岡市 69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 佐賀県 98 0 - 0 - 0 - 9 8.5% 2 1.9% 14 13.2% 14 13.2% 67 63.2% 10.5 18 6
61 長崎県 173 76 14.6% 0 - 3 0.6% 28 5.4% 16 3.1% 104 20.0% 30 5.8% 262 50.5% 9 24 5
62 熊本県 121 - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - -
63 熊本市 43 - - - - 3 7.0% 5 11.6% 3 7.0% 9 20.9% 2 4.7% 21 48.8% 9 12 5
64 大分県 121 3 2.5% 1 0.8% 4 3.3% 10 8.2% 3 2.5% 39 32.0% 9 7.4% 53 43.4% - - -
65 宮崎県 129 0 - 0 - 3 0.9% 13 3.7% 11 3.2% 55 15.8% 38 10.9% 228 65.5% 10.1 18 5
66 鹿児島県 236 0 - 0 - 2 0.9% 7 3.2% 6 2.7% 35 15.8% 30 13.6% 141 63.8% 10.2 18 5
67 沖縄県 147 0 - 5 2.9% 3 1.7% 20 11.6% 9 5.2% 30 17.4% 18 10.5% 87 50.6% 9 16 4

合計 9,613 238 2.4% 106 1.1% 331 3.4% 1,090 11.2% 566 5.8% 2,653 27.2% 863 8.8% 3,912 40.1% 8.7 16.1 3.9 

アンケート調査結果② （令和元年 8 月 31 日現在）
実施時期 ( 重複回答含む ) 指導体制 備考

4 月～ 7 月 8 月～ 12 月 1 月～ 3 月 保体科教員 
のみ ( 専門 )

保体科教員 
のみ ( 専門外 ) 授業協力者を活用 他教科教員とＴＴ

7 1.5% 385 79.9% 90 18.7% 176 36.5% 138 28.6% 166 34.4% 2 0.4%
0 0.0% 93 94.9% 5 5.1% - - - - 1 1.0% - -
6 3.8% 127 81.4% 23 14.7% - - - - 3 1.9% - -
5 3.1% 147 91.9% 8 5.0% 132 専門・専門外含む 82.5% 18 11.3% 10 6.3%
7 5.4% 92 71.3% 30 23.3% 28 21.7% 86 66.7% 10 7.8% 5 3.9%
3 4.6% 56 86.2% 6 9.2% - - - - 7 77.8% 2 22.2%
2 1.7% 114 98.3% 0 0.0% 13 10.9% 83 69.7% 11 9.2% 12 10.1%
3 2.9% 95 91.3% 6 5.8% 22 18.3% 72 60.0% 13 10.8% 13 10.8%
- - - - - - - - - - - - - -
92 41.4% 129 58.1% 1 0.5% 212 88.0% - - 21 8.7% 8 3.3%
10 5.6% 121 68.4% 46 26.0% 38 20.7% 111 60.3% 14 7.6% 21 11.4%
7 4.3% 118 72.4% 38 23.3% 126 専門・専門外含む 77.3% 37 22.7% - -
- - - - - - - - - - - - - -
1 1.8% 46 80.7% 10 17.5% 57 専門・専門外含む 100.0% - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
3 5.5% 50 90.9% 2 3.6% - - - - 5 9.1% - -
31 4.9% 458 71.8% 149 23.4% 542 専門・専門外含む 80.4% 117 17.4% 15 2.2%
19 11.0% 125 72.3% 29 16.8% - - - - 12 6.7% - -
- - - - - - - - - - 10 19.2% - -

120 12.3% 652 66.6% 207 21.1% - - - - - - - - 実施時期は、学年ごと、月ごとに調査。
12 33.3% 20 55.6% 4 11.1% 36 100.0% - - - - - -

0 - 135 79.4% 35 20.6% 154 専門・専門外含む 71.6% 49 22.8% 12 5.6%
各種目ごとに外部指導者と市内中学校の保健体育科教師
が配属される。複数種目実施校、年間武道授業時間数、
実施時期、指導体制は、新潟市を除く。

1 1.8% 47 83.9% 8 14.3% 12 21.4% 41 73.2% 3 5.4% 0 -
8 7.0% 73 63.5% 34 29.6% 10 10.1% 74 74.7% 15 15.2% 0 -
3 3.6% 78 92.9% 3 3.6% - - - - - - - -
3 4.0% 68 90.7% 4 5.3% 68 専門・専門外含む 90.7% 7 9.3% 0 -
12 15.0% 54 67.5% 14 17.5% - - - - - - - -
- - - - - - 113 53.6% 74 35.1% 17 8.1% 7 3.3%

23 12.8% 99 55.0% 58 32.2% 174 96.7% - - 6 3.3% - -
36 13.5% 147 55.1% 84 31.5% 142 77.2% 37 20.1% 5 2.7% - -
7 16.3% 24 55.8% 12 27.9% 4 9.3% 39 90.7% 0 - 0 -
- - - - - - - - - - - - 2 4.2%
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
10 6.3% 117 74.1% 31 19.6% - - - - 13 8.2% - -
4 4.0% 76 76.0% 20 20.0% - - - - - - - -

5 7.0% 61 85.9% 5 7.0% 96 専門・専門外含む 99.0% 1 1.0% 0 - 実施時期① + ② 10 校、② + ③ 14 校、① + ③ 1 校

5 7.2% 62 89.9% 2 2.9% 69 100.0% - - - - - -
31 10.3% 195 64.8% 75 24.9% 89 30.1% 161 54.4% 39 13.2% 7 2.4%
3 1.7% 77 44.5% 93 53.8% 28 17.5% 119 74.4% 3 1.9% 10 6.3%
6 14.3% 30 71.4% 6 14.3% 9 20.9% 34 79.1% - - - -
24 7.8% 205 66.8% 78 25.4% 36 14.7% 190 77.6% 16 6.5% 3 1.2%
4 4.9% 66 80.5% 12 14.6% 30 36.6% 52 63.4% - - - -
16 13.7% 66 56.4% 35 29.9% 26 24.3% 71 66.4% 5 4.7% 5 4.7%
14 11.6% 81 66.9% 26 21.5% 85 専門・専門外含む 70.2% 19 15.7% 17 14.0%
0 0.0% 56 98.2% 1 1.8% 4 7.0% 45 78.9% 7 12.3% 1 1.8%
4 4.0% 78 78.0% 18 18.0% - - - - 12 10.9% - -
- - - - - - - - - - - - - -
2 5.3% 32 84.2% 4 10.5% 13 31.7% 24 58.5% 3 7.3% 1 2.4%
11 6.4% 128 74.9% 32 18.7% - - - - 20 11.7% 7 4.1%
8 12.5% 50 78.1% 6 9.4% - - - - 4 6.3% 0 -
- - - - - - - - - - 9 6.2% - -
0 - 79 96.3% 3 3.7% 4 5.6% 41 56.9% 27 37.5% 0 -
- - - - - - - - 56 78.9% 10 14.1% 5 7.0% 大学との連携
4 3.1% 106 82.8% 18 14.1% 110 専門・専門外含む 85.9% - - 18 14.1%
5 4.8% 61 58.7% 38 36.5% 15 14.9% 69 68.3% 14 13.9% 3 3.0% 複数体制、中高一貫校の高等学校教員
13 6.3% 129 62.0% 66 31.7% 187 専門・専門外含む 94.0% 12 6.0% - -
- - 54 87.1% 8 12.9% 21 33.9% 36 58.1% 1 1.6% 4 6.5%
1 1.4% 12 17.4% 56 81.2% 49 46.2% 20 18.9% 37 34.9% 0 -
3 2.8% 91 84.3% 14 13.0% 38 31.1% 64 52.5% 10 8.2% 10 8.2%
0 - 172 100.0% 0 - 17 9.9% 142 82.6% 5 2.9% 8 4.7%
- - - - - - - - - - - - - -
1 2.3% 17 39.5% 25 58.1% 19 44.2% 24 55.8% 0 - 0 -
1 0.8% 87 71.9% 33 27.3% - - - - - - - -
7 5.4% 98 76.0% 24 18.6% 46 31.7% 83 57.2% 16 11.0% 0 -
10 4.5% 174 79.1% 36 16.4% 203 69.5% 27 9.2% 40 13.7% 22 7.5%
- - - - - - - - - - 13 8.8% - -

613 7.4% 6,013 72.5% 1,671 20.1% 1,828 28.1% 2,013 30.9% 883 13.6% 230 3.5%
保体科教員のみ（専門・専門外含む）1557 校 23.9％


